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平成３０年第１回大仙市議会定例会 建設水道常任委員会 会議録 

 

日 時：平成３０年３月８日（木曜日） 午前９時５７分～午後２時１６分 

 

会 場：大曲庁舎 第３委員会室 

 

出席委員（７人） 

委員長   ７番 石 塚   柏    副委員長   ３番 三 浦 常 男 

 委 員  １４番 後 藤   健    委 員  １５番 佐 藤 育 男 

 委 員  １６番 古 谷 武 美    委 員  １８番 佐 藤 芳 雄 

 委 員  ２０番 橋 本 五 郎 

 

欠席委員（０人） 

 

遅刻委員（０人） 

早退委員（０人） 

 

説明のため出席した者  

建設部長     古 屋 利 彦    道路河川課長   今   和 則 

道路河川課参事  土 井 保 男    用地対策課長   伊 藤 滋 泰 

都市管理課長   中 村   強    都市管理課参事  佐々木 英 雄 

都市管理課参事  冨 樫 真 司    都市管理課参事  有 明   徹 

都市管理課参事  矢 野 良 和    建築住宅課長   讃 岐 敬 司 

災害復旧事務所長 進 藤 孝 雄    副所長兼復旧課長 小 松 春 一 

復旧課課長待遇  佐 藤 勇 孝 

神岡支所農林建設課長 岩 根 浩 幸    西仙北支所農林建設課長 田 村 一 彦 

中仙支所農林建設課長 斎 藤 秋 彦    協和支所農林建設課長 稲 葉 久 則 

南外支所農林建設課長 渡 部 幸 誠    仙北支所農林建設課長 進 藤 一 好 

太田支所農林建設課長 野 中 正 幸 

 

議会事務局職員出席 

主 幹    冨 樫 康 隆 
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審査議案等 

第１  議案第２２号 大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

第２  議案第２３号 大仙市都市公園の設置に関する基準等を定める条例の一部を 

           改正する条例の制定について 

第３  議案第２４号 大仙市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

第４  議案第３１号 市道の路線の認定及び廃止について 

第５  議案第３６号 平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第１４号） 

第６  議案第４５号 平成３０年度大仙市一般会計予算 

第７  議案第６２号 大仙市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

第８  陳情第５号  陳情書（平成２９年７月豪雨災害について） 

 

午前９時５７分 開  会 

 

○委員長（石塚 柏） 皆さん、おはようございます。 

本日は本会議休会中のところ、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

雪の重みで、なんか、車庫が倒れたりとかって忙しくなってますけど、我々はマ

イペースで進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

ただ今より、建設水道常任委員会を開会いたします。 

本日は、全員の委員の皆様のご出席でございます。 

今次定例会で当委員会に付託された事件につきましては、別紙日程表のとおり１

日目に建設部、２日目に上下水道部及び水道局の順で審査いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

なお、一般会計補正予算及び当初予算につきましては、課ごとに説明・質疑まで

行い、討論・表決につきましては、２日目の水道局の審査終了後に一括で行うこと

にいたします。 

また、正確な会議録の作成のため、発言をする際は、委員長の許可を得た後、マ

イクのスイッチを入れてからお願いをいたします。 

それでは次第に入ります。 

 

○委員長（石塚 柏） 審査に入る前に、あいさつをお願いいたします。古屋建設部

長。 

はい、部長。 
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○建設部長（古屋利彦） 改めまして、おはようございます。 

  建設水道常任委員の皆様には会期中のお疲れのところ、常任委員会を開催してい

ただきまして、ありがとうございます。 

 ４年ぶりの豪雪となった今冬でありますが、ようやく雪も落ち着いてきている状

況でございます。現在は、排雪計画を立てまして排雪作業を実施しているところで

ありますが、一方で道路舗装面の損傷が目立ってきており、併せて、その補修に当

たっているところでございます。今後も雪解け後の堆雪場所の処理や、道路補修の

早期の実施に取り組んでまいりたいと思います。 

  さて、本日ご審議をお願いいたします案件は、追加案件１件を含む条例改正案４

件、市道路線の認定及び廃止のほか、平成２９年度の主に事業費が確定したことに

伴う補正予算案、及び平成３０年度一般会計当初予算案についてでございます。 

  各案件につきましては、担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議

の上、ご承認賜りますようお願いいたします。以上です。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございました。 

道路の舗装のこともちょっとお話ありましたけど、大仙市市政と言ったって、住

民からすれば、皆さんがおやりになってる仕事で評価されてるとこが大変大きいで

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○委員長（石塚 柏） それでは早速、審査に入ります。 

はじめに議案第２２号、大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題といたします。 

当局の説明を求めます。中村都市管理課長。 

はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） それでは議案第２２号、大仙市公園条例の一部を改正

する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

   資料№１、議案書の３２ページから３３ページ、それと右上に都市－１と書いた

Ａ３判の資料、横の資料ですけれども、１ページを併せてご覧下さい。 

  それでは説明いたします。 

   大仙市公園のうち、大曲地域の雄物川河川緑地運動公園の名称を変更し、新たに

供用する部分の位置を追加するものでございます。  

雄物川河川緑地運動公園は、市民に身近なスポーツ及びレクリエーションの健康

増進や憩いの場として親しまれているとともに、長年にわたり、大曲の花火の観覧
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場として雄物川右岸に設置されている公園でございます。 

   今般、観覧場の対岸にある雄物川左岸側が花火打ち上げ場として、国土交通省湯

沢河川国道事務所並びに大曲商工会議所により整備されたことに合わせ、これを一

体の都市公園として供用するものでございます。これを機会に公園の名称を「大曲

の花火」公園に改め、増設する公園の位置を追加するものであります。 

  大仙市公園条例別表第１第６号及び別表第２の「雄物川河川緑地運動公園」を「『大

曲の花火』公園」に改め、別表第３第２号の表中（２）「雄物川河川緑地運動公園

有料公園施設料」を「『大曲の花火』公園有料公園施設料」に改めるものでござい

ます。 

  当市に置いては、花火産業構想において「花火のまち」を標榜し、地域活性化に

取り組んでいるところでございますが、公園の名称を変更することにより、公園の

知名度向上を図り、地域のイメージ戦略的活用に資する事を目的としてございます。 

  先程の都市－１のＡ３判資料１ページをご覧下さい。 

黄色で着色された部分、雄物川の右岸側の部分が、現在の公園敷地の供用部分を

表してございます。赤で着色された部分、雄物川の左岸側の花火打ち上げ場と、右

岸側にある、国道１０５号に架かる大曲大橋の袂のサッカー練習場及びテニスコー

ト、これを含む１９.４ヘクタールを新たに加え、７４.８ヘクタールを一体として

供用するものであります。 

 以上、議案第２２号、大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。以上でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なし、はい。なければ、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はございませんか 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し
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ました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第２３号、大仙市都市公園の設置に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。中村都市管理課長。 

はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） それでは次に議案第２３号、大仙市都市公園の設置に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げ

ます。 

   資料№１、議案書の３４ページから３５ページをご覧下さい。 

   これまで、都市公園の中に運動施設を設ける場合の敷地面積の割合は、都市公園

法施行令第８条第１項の規定により、１００分の５０を超えてはならいとされてい

たところでございます。これが、平成２９年６月に同施行令の一部が改正され、都

市公園内に設ける運動施設の敷地面積の割合が、自治体の条例に委任されたことに

伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  改正内容としましては、政令に定める基準を参酌して、大仙市都市公園の設置に

関する基準等を定める条例に第６条を加え、都市公園に設ける運動施設の敷地面積

の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合を、１００分の５０とするものでご

ざいます。 

  以上、議案第２２号、大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げま

す。以上でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はございませんか 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し
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ました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第２４号、大仙市特別会計条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。中村都市管理課長。 

はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） 次に議案第２４号、大仙市特別会計条例の一部を改正

する条例の制定について、ご説明申し上げます。 

  大曲駅前第二地区土地区画整理事業についてでございますが、現在、平成３０年

度の換地処分に向けて作業を進めているところでございますが、国庫補助事業とし

ての事業が平成２９年度、今年度でございますが、今年度で終了することから、今

年度をもって、大仙市土地区画整理事業特別会計を廃止するものであります。これ

により、平成３０年度以降実施される換地処分、清算金事務に係る予算は一般会計

に計上し、処理することとしてございます。 

 なお、先に議決を得ている大仙市下水道事業に地方公営企業法の規定を適用する

ことに伴う関係条例の整備に関する条例において、関連する特別会計について整理

したところでございますが、整合性を確保するため、今回、附則において同整備条

例の一部も、併せて改正を行うものでございます。 

 以上、議案第２４号、大仙市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について

ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上

げます。以上でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
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○委員長（石塚 柏） 次に議案３１号、市道の路線の認定及び廃止についてを議題

といたします。 

当局の説明を求めます。今道路河川課長。 

はい、課長。 

○道路河川課長（今 和則） 議案第３１号、市道の路線の認定及び廃止について、

ご説明申し上げます。 

  資料№１、議案書は５４ページから５７ページになります。また、お手元にお配

りしておりますＡ３の資料、道路－２は１ページを併せてお開き願います。 

 本議案は、道路法第８条第２項並びに第１０条第３項の規定に基づき、市道の路

線の認定及び廃止をするものです。 

 議案書の５５ページをお開き願います。 

今回、認定する路線について、路線番号と路線名、起終点と総延長及び実延長を

記載しております。 

５６ページと５７ページには、廃止する路線の一覧を記載しております。 

 資料、道路－２の１ページをお願いいたします。 

  この表は、市道路線の認定と廃止に関する地域ごとの内訳であります。廃止の括

弧の数値は、重用区間に係るものを計上しております。 

  認定する路線は１１路線で、実延長が９,８３０.１１メートル、廃止する路線は

２８路線で、実延長が１万５,３７５.９２メートル、廃止する路線のうち、市道の

重用区間にあるものは１８路線で、実延長は４,１３５.９２メートルです。これに

より、市道の認定路線数は６,５８７、実延長は３１６万２,４６７.４５メートルと

なります。 

 ２ページをお願いします。 

地域別に認定と廃止の理由について記載しております。 

  ３ページから１７ページまでは、各地域の認定・廃止する位置図を示しておりま

す。認定する路線は赤書き、廃止する路線は青色で着色しております。 

 ２ページに戻っていただきまして、異動する理由でございますが、大曲地域につ

きましては、開発行為に伴う異動により新路線として認定するものとして、３ペー

ジの路線番号１１６６１、駅東２２号線が１路線であります。 

 払い下げ予定に伴う異動により廃止するものとして、５ページの１１５９０号、

常保寺１０号線が１路線、払い下げ予定に伴い旧路線を廃止し、新路線を認定する

ものとして、同じく５ページの１１２９３号、萩台５号線が１路線であります。 

 大曲都市計画道路の変更に伴い、廃止と認定を行うものとしまして、３ページの

１１２４号、花園線と、１１２６号、中通線の２路線であります。 

 県道との重複区間を解消するため、旧路線を廃止し、新路線を認定するものとし
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て、３ページから４ページにかかる１１２２号、飯田線と、３ページ、１１４０号

福見町戸蒔線の２路線であります。 

  公共性の高い公衆用道路を隣接する市道と一体化して管理するため、旧路線を廃

止し、新路線を認定しようとするものが、３ページ、１１６３２号、大花町９号線

であります 

 道路改良工事の完成に伴い路線を再編するため、旧路線を廃止し、新路線を認定

するものとしては、６ページの１４０６４号、宮下線ほか２路線となっております。 

  大曲地域以外の主な理由としましては、他路線との重複区間を解消するため廃止

するものであり、７ページの神岡地域の２１７４号、館の東モテ巻線、１１ページ、

中仙地域の３２２号、下黒土１２号線ほか８路線、１３ページ、協和地域の２０８

号、芦沢線ほか２路線、１５ページ、仙北地域の２０２号、仙北２６号線ほか２路

線、１７ページ、太田地域の１１８４号、中荒井６号線ほか１路線となっておりま

す。 

  西仙北地域は、公共性の高い公衆用道路を隣接する市道と一体化して管理するた

め、旧路線を廃止し、新路線を認定しようとするものが、９ページ、３４２９０号、

杉山田６号線、国土交通省の雄物川築堤工事に伴う異動により廃止しようとするも

のが、８ページ、３４０８３号、大川向井線の１路線となっております。 

 以上、議案第３１号、市道の路線の認定及び廃止についてご説明申し上げました

が、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

道路の認定・廃止、市民生活においてはもう非常に関連のある事業でございます。

委員の皆様のご検討をよろしくお願いします。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） ３ページの図面ですよ、廃止路線て書いてるやつ、これ、１１

２４。これ道路でねえと思うども、これ認定路線だごとになってらったんだが、大

曲。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 青色で示したところが、今まで認定していたところで

す。 

○委員（佐藤芳雄） んだって、道路ねがったべ。 

○道路河川課長（今 和則） 道路でないところについても、区域を示して認定して。 

○委員（佐藤芳雄） 認定してらった。 
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○道路河川課長（今 和則） ええ、はい。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） これ都市計画道路で計画したやつだすべ。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） そのとおり、都市計画道路で計画しているものでござ

いまして。 

○委員（佐藤芳雄） ああ、それで認定してらったやつが。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでございましょうか。 

○委員（佐藤芳雄） 分かった、はい。 

○委員長（石塚 柏） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第３６号、平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第

１４号）のうち、建設部関係の予算について議題といたします。 

はじめに、道路河川課所管の説明を求めます。今道路河川課長。 

はい、課長。 

○道路河川課長（今 和則） それでは議案第３６号、平成２９年度大仙市一般会計

補正予算（第１４号）のうち、道路河川課所管分について、資料№３、平成２９年

度補正予算書②、資料№３－１、事業説明書、並びに資料、道路－３により、ご説

明申し上げます。 

補正予算書の２５ページと、事業説明書は２３ページを併せてお開き願います。 

  ８款２項２目１３事業、道路維持管理費（社会資本整備総合交付金事業）は１,

２３６万１千円の減額補正をお願いし、補正後の額を１億３,２６３万９千円とする

ものであります。財源内訳としましては、国庫支出金として防災・安全社会資本整

備交付金１,４４８万７千円を、市債として道路整備事業債８４０万円をそれぞれ減

額し、一般財源として１,０５２万６千円を充当しております。 
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このたびの補正は、社会資本整備総合交付金事業の確定に伴い、減額補正を行う

ものであります。 

 この事業につきましては、路面性状調査の結果に基づき、ひび割れやわだち掘れ

が著しい箇所の舗装修繕を行う事業でありまして、大曲地域は飯田線ほか２路線、

神岡地域は坊ヶ沢戸月線、西仙北地域は宿・九升田線、中仙地域は中仙６号線ほか

４路線、南外地域は南外１号線、仙北地域は仙北１号線ほか１路線、太田地域は毘

沙門川原線の７地域１４路線において事業を実施しており、事業費につきましては

１億２,２０７万７千円の執行見込みです。 

 当初計画にありました協和地域の宮田又線 幹線法面修繕事業につきましては、事

業予定箇所の近くにおきまして、平成２９年７月２２日からの豪雨災害により同一

路線が被災したことから、公共土木施設災害復旧による事業実施する必要があり、

災害復旧を優先するため、次年度以降へ見送りさせることとさせていただいており

ます。なお、この豪雨災害により見送りした法面修繕事業の予算を活用しまして、

大曲地域の追分板杭線、それから仙北地域の仙北１号線、２３号線の一部につきま

して、前倒して実施するため、繰越明許費としまして３,１９２万７千円の設定をお

願いするものであります。 

 次に事業説明書の２４ページをお開き願います。 

  １４事業、除雪機械購入費は４９６万８千円の減額補正をお願いし、補正後の額

を３,４４５万２千円とするものであります。財源内訳としましては、国庫支出金と

して防災・安全社会資本整備交付金３５２万８千円を、市債として除雪機械整備事

業債１７０万円をそれぞれ減額し、一般財源として２６万円を充当しております。 

 今回の補正予算は、除雪機械の購入実績によりまして、不用となる請負差額分の

事業費について減額補正を行うものであります。 

 平成２９年度は、当初予算により小型ロータリ除雪車２台を購入し、大曲地域及

び仙北地域にそれぞれ配備しております。事業説明書下段には、更新する機種と配

備先及び実績額等を記載しておりますので、ご確認願います。 

 次に事業説明書の２５ページをお開き願います。           

  ４目４０事業、道路改良事業費（社会資本整備総合交付金事業）は２,０７０万１

千円の減額補正をお願いし、補正後の額を３，２５８万５千円とするものでありま

す。財源内訳につきましては、国庫支出金として社会資本整備総合交付金及び防災

・安全社会資本整備交付金を合わせて１,２８０万７千円を、市債として道路整備事

業債８６０万円をそれぞれ減額し、一般財源として７０万６千円を充当しておりま

す。 

 今回の補正は、交付金の配分と事業費の確定に伴い減額するものであります。 

 ２９年度事業の内容といたしましては、防災・安全社会資本整備交付金を活用し
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整備を進めている市役所前通線につきましては、事業が完了しております。また、

社会資本整備総合交付金を活用しまして整備をして進めております幹線路肩改修事

業と幹線小区間改良事業については、交付金の配分不足により事業量を縮小して実

施させていただいております。それぞれの事業の実施概要と実績見込みにつきまし

ては、事業説明書下段に記載しておりますので、ご確認願います。 

 次に事業説明書は２６ページをお開き願います。           

  ６目１５事業、橋りょう長寿命化対策事業費（社会資本整備総合交付金事業）は

４,９２９万４千円の減額補正をお願いし、補正後の額を９,０７０万６千円とする

ものであります。財源内訳としましては、国庫支出金として防災・安全社会資本整

備交付金３,０１２万１千円を、市債として橋りょう長寿命化対策事業債１,８５０

万円をそれぞれ減額しております。 

 今回の補正につきましては、配分された交付金と実績に伴う減額補正であります。 

 事業内容といたしましては、協和地域の上荒川橋と仙北地域の刈又橋の補修設計

と、西仙北地域の平和橋の橋梁補修工事、市全域の橋梁の定期点検を実施しており

ます。大曲地域の丸子橋は交付金配分により、次年度以降に見送りしております。

なお、これら事業につきましては、今冬の豪雪によりまして点検作業と工事に遅延

が生じているため、繰越明許費の設定を併せてお願いするものであります。 

  次に事業説明書の２７ページをお開き願います。 

８目６事業、通学路歩道整備事業費（社会資本整備総合交付金事業）は、６８５

万９千円の減額補正をお願いし、補正後の額を２,２１４万１千円とするものであり

ます。財源内訳につきましては、国庫支出金として防災・安全社会資本整備交付金

４２４万９千円を、市債として道路整備事業債２５０万円を、一般財源として１１

万円をそれぞれ減額しております。 

 今回の補正は、交付金の配分による事業費の確定に伴い、減額するものでありま

す。 

  ２９年度事業の内容といたしましては、仙北地域の仙北１号線と太田地域の久保

関古館線で事業を実施しており、中仙地域の高畑新山線・茶畑２号線の事業推進を

図るため、路線測量と実施設計業務に着手しております。それぞれの事業の実施概

要と実績見込みにつきましては、事業説明書下段に記載しておりますので、ご確認

願います。なお、これら事業の一部につきましては、今冬の豪雪により、一部遅延

が生じていることなどから、繰越明許費の設定を併せてお願いするものであります。 

  次に事業説明書の２９ページをお開き願います。 

  ４項２目１５事業、岩瀬・湯野沢地区宅地造成事業費は１,１０７万９千円の減額

補正をお願いし、補正後の額を１,１７８万５千円とするものであります。財源内訳

につきましては、一般財源１,１０７万９千円を減額しております。 
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 平成２９年７月及び８月に発生した豪雨被害への緊急対応といたしまして、国交

省では雄物川中流部における堤防事業を河川激甚災害対策特別緊急事業としまして、

おおむね５年間で行うこととしまして、岩瀬・湯野沢地区も対象となっております。 

  このため、本地区における河川改修事業も、期間がこれまでより短縮される見込

みであり、これに対応して本市が実施する移転先の宅地造成事業を進める必要があ

ります。 

  今回の補正は、業務委託料の実績に伴い減額補正するもので、業務委託料の減額

は、移転希望者の減少に伴う造成計画面積の減少や、国土交通省からの測量試験の

成果品の供与を受けることが可能となったことから、大幅な事業費の縮減が図られ

ております。 

 次に事業説明書の３０ページと資料の道路－３をお開き願います。 

  １１款 災害復旧費、１項 公共土木施設災害復旧費、１目 道路橋りょう災害復旧

費、１１事業 補助分は２億８,７０６万９千円の減額補正をお願いし、補正後の額

を７億８,７７９万２千円とするものであります。 

 この補正につきましては、平成２９年７月２２日からの梅雨前線豪雨及び８月２

４日からの大雨により被災した市道及び橋梁の災害箇所について、国庫負担金の対

象となる公共土木災害復旧事業により速やかに災害復旧工事を行い、市民の安全な

交通網の確保を目的として補正をお願いするものでございます。財源内訳といたし

ましては、国庫支出金として道路橋りょう災害復旧費負担金１億９,１４７万５千円

を、市債として道路橋りょう災害復旧事業債９,５８０万円をそれぞれ減額しており

ます。 

  今回の補正は、災害査定の実績に基づく減額補正であります。 

 委託料については、４カ所の地すべり災害において、現地精査及び被災原因の検

討の結果、１カ所、協和地域の大盛・荒川鉱山線につきまして、道路災害としての

復旧が妥当との結論に至ったことから、３カ所分の必要額とするため、３７５万８

千円を減額するものです。工事請負費につきましては、道路災害６３件と橋梁災害

３件の災害査定の実績により、２億８,３３１万１千円を減額するものです。なお、

２９年災の道路橋りょう災害復旧事業を適正に実施するため、７億６,３０６万９千

円の繰越明許費の設定をお願いするものであります。 

  次に３１ページをお開き願います。 

２目 河川災害復旧事業費、１１事業 河川災害復旧事業費（補助分）は１,６７０

万６千円の補正をお願いするものであり、補正後の額を３億６,９６９万４千円とす

るものであります。財源内訳としましては、国庫支出金として河川災害復旧費負担

金１,１１４万２千円、市債として河川災害復旧事業債５５０万円を減額しておりま

す。 
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 この補正は、平成２９年７月２２日からの梅雨前線豪雨及び８月２４日からの大

雨により被災した市管理河川の災害箇所について、国庫負担金の対象となる公共土

木災害復旧事業により速やかに災害復旧工事を行い、市民の安全な交通網の確保を

目的としまして、補正をお願いするものであります。 

  今回の補正は、災害査定の実績に基づく減額補正であり、工事請負費について、

河川災害３６件分の災害査定決定額が確定したことから、１,６７０万６千円を減額

するものです。なお、２９年災の河川災害復旧事業を適正に実施するため、３億６,

８１０万７千円の繰越明許費の設定をお願いするものであります。 

 最後になりますが、繰越明許費の補正について、ご説明申し上げます。 

補正予算書の６ページと７ページをお開き願います。 

 ８款２項、道路維持管理費につきましては３,１９２万７千円を、橋りょう長寿命

化対策事業費につきましては８,１９１万７千円を 通学路歩道整備事業費につきま

しては１,０２７万６千円を、１１款１項、道路橋りょう災害復旧費（単独分）は３,

０４２万３千円、補助分は７億６,３０６万９千円を、河川災害復旧事業費（単独分）

は４,０７８万７千円、補助分は３億６,８１０万７千円の繰越明許費をお願いする

ものであります。それぞれの繰越理由につきまして、各事業説明により説明させて

いただきましたので割愛させていただきます。 

   以上、議案第３６号、平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第１４号）のうち、

道路河川課所管分についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございました。 

  大変内容が、予算も大きいし、たくさんありそうです。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） 最初、社会資本整備総合交付金ですけれども、この道路の維持

も改良も、この橋梁も、軒並みこう減額、大きい減額になったようですけども、こ

の減額、国の方ということなんでしょうけれども、その国の方で減額した要因。大

きいところで、例えば、その交付金の総額が減ったとかですとか、そういった大き

い要因があれば。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 交付金の配分の減額の要因ということでございますけ

れども、国からのその配分が減ったということは、あれです、その要因まではちょ

っと。国の方の予算の関係ですので、そこまでちょっと把握しておりません。 

○委員長（石塚 柏） はい、後藤委員、よろしいですか。 

○委員（後藤 健） はい。それによるその、工事への影響というのは当然あると思
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うんですけれども、この先の対応、今のこの社会資本整備総合交付金のところもで

すけれども、この災害復旧のところの補助分のところも大きい減額なっているよう

ですけれども、こっちの方も併せて今後の工事への影響というところを教えていた

だけたらと。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 社会資本整備交付金と災害復旧事業費、それぞれ補助

枠が違いますので、社会資本整備につきましては、社会資本総合交付金の中では、

社会資本整備総合交付金とそれから防災・安全社会資本整備交付金、二つに分かれ

ておりまして、その中でそれぞれプールして事業を執行するように進めております。

それで、今年度できないものにつきましては翌年度に先送りして執行したり、もし

くは繰越明許としまして、できるだけ先送りして実行するようなかたちで、実施に

ついて努めたいと考えております。 

○委員長（石塚 柏） よろしいでしょうか。 

○委員（後藤 健） こっちの災害復旧の方は。 

○道路河川課長（今 和則） 災害復旧につきましては、減額の要因は説明させてい

ただきましたが、災害査定の実績に基づくものでございまして、それぞれの箇所に

つきましては予定どおり実施するということで、計画しております。 

○委員（後藤 健） 分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） 毎年のことながら、交付金の交付率が悪いということで、事業

停滞するというのは、これは今の説明のとおりだと思いますけれども、実は、今年、

低温長く続いています。ですから多分、凍上災、ちょっと要望だすども、質問でね

え、要望になりますが、凍上災、多分該当なると思います。この天候長く続いてま

すので。もし凍上災の該当なるような気温の状態だったとすれば、やっぱり舗装の

打換えとかなんかも、凍上災さ切り替え 

というかすよ、して、可能な限り凍上災を利用していければなあ、いけばなんただべ

かなあというように思いますが、そこら辺はなんただすか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 凍上災につきましては、県から今、情報を仕入れてい

る実情でございまして、にかほ市内は、今現在はにかほ市が該当するかどうか、気

象の条件になってますけれども、大仙地域はまだ分からない状況ですので、今後情

報を仕入れて対応、適用なるようなことであれば凍上災で実施したいと考えており

す。 

○委員（佐藤育男） んだすか。遠慮なく、もし該当なればすよ、遠慮なくこう申請

してやった方が。当然、社会資本整備で遅れてら分を、凍上災で補えればなあとい
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うような思いもしますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（石塚 柏） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい。なければ、道路河川課所管の質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） 次に用地対策課所管の説明を求めます。伊藤用地対策課長。 

はい、課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） 用地対策課関係の平成２９年度３月補正予算について、

ご説明申し上げます。 

資料№３の平成２９年度大仙市補正予算[３月補正②]の２３ページをお願いしま

す。説明につきましては、事業説明書で説明させていただきます。説明資料の２２

ページをお願いします。 

６款１項９目１０事業の国土調査事業費（補助分）であります。 

この予算については、国の補正予算に伴いまして、地籍調査事業を継続して実施

する協和・西仙北・太田の３地域の補正内容でございます。補正前の額が２,２７３

万円、補正額が１,４８４万２千円、補正後の額を３,７５７万２千円とするもので

あります。財源内訳としましては、県支出金１,１１３万２千円、一般財源が３７１

万円となっております。 

事業の目的及び目標につきましては、自然災害リスクを踏まえた防災・減災対策

を目的とした国の補正予算に伴いまして、防災事業の円滑化や災害発生後の普及・

復興の迅速化を進めるため、被災想定区域における地籍調査事業を実施するもので

あります。継続して事業を進めている３地域についても被災想定区域に該当する箇

所を選定しております。 

続きまして、これまでの実績と成果としましては、平成２５年度からの実施状況

を載せておりますが、事業量はほぼ横ばいでありまして、事業費については新技術

の導入や工程の省略などによりまして、削減傾向にあるのが現状であります。また、

これまでの事業の進捗率につきましては、西仙北地域につきましては８１.６パーセ

ント、それから協和地域につきましては８５.９パーセント、太田地域につきまして

は７４.３パーセントとなっております。 

問題と課題については、未実施地域、旧大曲市及び休止地域、旧中仙町の事業の

着手について、今後の検討が必要と考えております。 

今後の方向性と２９年度事業の概要につきましては、はじめに事業概要としまし

て表にまとめておりますが、当初交付決定分の事業概要を左側に掲載しておりまし

て、３地域合わせて事業費１,７２１万２千円であります。これにつきましては既に

現場での調査、測量を終えております。右側の方に今補正分としての事業概要を載
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せております。西仙北地域につきましては寺館・北野目・刈和野各一部を実施する

予定でありまして、調査筆数が１２０筆、調査面積が０.１３平方キロメートルであ

ります。協和地域につきましては協和船沢の一部を実施する予定でありまして、調

査筆数が１０筆、調査面積０.４２平方キロメートルであります。太田地域につきま

しては太田町国見・太田町斉内各一部を予定しておりまして、調査筆数が４５０筆、

調査面積が０.２１平方キロメートルでありまして、事業費３地域合わせまして２,

０３６万円となっております。補正額の１,４８４万２千円につきましては、当初交

付決定額１,７２１万２千円に今国補正予算２,０３６万円を加えたものから、当初

予算額２,２７３万円を差し引いたものであります。追加配分されました２,０３６

万円につきましては、繰越明許費の設定についてお願いするものであります。今後

の方針としましては、現在事業を実施中の地域については、事業の実施方法等につ

いて改善しながら継続して事業を進めるとともに、国土調査促進特別措置法に基づ

きまして作成される国土調査事業１０カ年計画の第７次計画を見据え、未実施の地

域を含めた全市の実施計画を策定した上で、優先度を見極め、効率的に調査を進め

ていくとしております。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審査の上、ご承認いただきますよう

お願い申し上げます。以上でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ、用地対策課所管の質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） 次に都市管理課所管の説明を求めます。中村都市管理課長。 

はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） それでは議案第３６号、平成２９年度大仙市一般会計

補正予算（第１４号）のうち、都市管理課所管分について、ご説明申し上げます。 

  資料№３、補正予算書の７ページをご覧下さい。 

第３表、繰越明許費補正についてでございます。 

  ページ中段、上から６行目、１１款１項、公園施設災害復旧事業費（単独費）に

ついてでございます。 

繰越額は２５６万４千円で、内訳といたしましては、西仙北地域の大佐沢公園内

の法面崩落による倉庫解体撤去工事２６万７千円。協和地域の上淀川農村公園の護

岸流出復旧工事４８万２千円。南外地域の南外不動の滝公園災害復旧工事１８１万

５千円の３件でございます。 
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   次にその下、１１款１項、公園施設災害復旧事業費（補助分）についてでござい

ます。 

繰越額は９１６万２千円で、西仙北地域の大佐沢公園の法面復旧工事でございま

す。 

以上、議案第３６号、平成２９年度大仙市一般会計補正予算のうち、都市管理課

所管分の事業についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。以上でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございます。 

当局の説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、都市管理課所管の質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） 次に建築住宅課所管の説明を求めます。讃岐建築住宅課長。 

はい、課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 引き続きまして議案第３６号、平成２９年度大仙市一

般会計補正予算（第１４号）のうち、建築住宅課所管分につきまして、ご説明いた

します。 

  資料は№３の大仙市補正予算書２５ページ、資料№３－１の事業説明書では２８

ページになりますけれども、事業説明書の方でご説明いたします。 

  ８款４項１目２２事業、住宅リフォーム支援事業費（大雨災害分）につきまして

は６,３９６万６千円を減額し、補正後の額を５,１５３万４千円とするものです。 

この事業は、昨年７月２２日から翌日にかけて発生した水害で被害を受けた住宅

の復旧に対して、経済的な支援をすることにより、円滑な復旧に資することを目的

としております。 

これまでの実績と成果は事業説明書中段２のところに記載しておりますが、この

事業の実績は平成３０年１月２９日現在で、床上浸水にあっては申請件数が１６２

件、これは罹災証明書交付件数の５４.９パーセント、床下浸水にあっては申請件数

が２１件で、同じく罹災証明書交付件数の４.０パーセントに留まっており、補助申

請が予想を下まわる見込みとなることから、補助金の減額補正をするものです。な

お、被災者に対する周知につきましては、広報へは３回掲載してございます。ここ

でちょっと事業説明書の方に誤りがありまして、こちらに４回と書いておりますけ

れども、正しくは３回ですので、訂正の方お願いします。大変申し訳ありませんで

した。また、ホームページでのお知らせ、建設業関係団体、これ仙北建築士会、大
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仙市建築設計協会、大仙仙北建設技能組合、大仙市商工会、大曲商工会議所、大仙

市建設業協会連合会等への通知も２回実施しており、補助申請の受付につきまして

も今月３０日まで延長しております。 

  以上、議案第３６号、平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第１４号）のうち、

建築住宅課所管分につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございます。 

当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、建築住宅課所管の質疑を終結いたします。 

以上で、議案第３６号のうち、建設部関係についての質疑を終了いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、明日の水道局所管の審査終了後に行います。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４５号、平成３０年度大仙市一般会計予算のうち、

建設部関係の予算についてを議題といたします。 

はじめに道路河川課所管の説明を求めます。 

資料についてよく説明していただいて、委員が大体こう、資料目配せできる準備

ができるのをちょっと確認の上、それから説明をお願いできませんでしょうか。よ

ろしくお願いいたします。はい、今道路河川課長。 

はい、課長。 

○道路河川課長（今 和則） それでは議案第４５号、平成３０年度大仙市一般会計

予算のうち、道路河川課所管分について、ご説明申し上げます。 

  説明資料は資料№４、当初予算書、それから主な事業の説明書、及び建設部関連

事業説明書 附属資料、それから平成３０年度当初予算概要をお願いいたします。 

 各事業の説明いたしますけれども、説明に用います主な事業説明書につきまして

は、政策経費を中心として作成しております。その他事務費や負担金、あるいは義

務的経費等につきましては、資料の平成３０年度当初予算概要にその概要を記載し

ております。時間の都合上、予算概要書の備考欄に事業説明書と記載のある補助・

単独及び債務負担行為分を合わせまして９事業のみとさせていただきます。また、

内容につきましても、例年と変わらない部分につきましては、説明を割愛させてい

ただきまして、新たな取り組み点、取り組み箇所を重点的に説明させていただきま

す。 

 はじめに事業説明書は７－３ページ、当初予算書は９８ページをお開き願います。 
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  ２目 道路維持費、１０・１１・１３事業 道路維持管理費（単独分・債務負担行

為分・社会資本整備総合交付金事業）は５億８,６４８万２千円であります。内訳で

ありますが、単独分といたしましては１,５１０万９千円の増、債務負担行為分とい

たしましては２５０万円の増、社会資本分は６５０万円の増であり、合わせて２,

４１０万９千円の増であります。財源内訳といたしましては、国庫支出金として防

災・安全社会資本整備交付金８,９９９万１千円と、道路整備事業債１億６,４４０

万円を、その他として法定外公共用財産使用料５５万円を充当しております。 

 事業の目的及び目標につきましては、記載のとおりであります。 

  これまでの実績と成果でありますが、平成２６年度より加熱合材による狭隘道路

の舗装や、わだち損傷部の補修等について市の直営舗装を導入し、２６年度から２

９年度まで合わせて１２６路線、約１１キロメートルの延長を実施してまいりまし

た。平成２８年度からは直営舗装パッチング班を新設しまして、市内全域の舗装損

傷部等の補修をスピード感を持って対処してきております。また、社会資本整備総

合交付金を活用した幹線道路の路面修繕は１５路線、６,８２３メートルの実施に加

えまして、老朽化した法面修繕事業にも着手しております。 

 課題といたしましては、管理する道路が３千キロメートルを越えるため、常に高

いレベルで管理することが難しい現状にありまして、限られた予算と人員で適正な

管理を実施するためには、創意工夫が必要となっております。また、逼迫する財政

状況の中、緊急性が比較的低い生活道路につきましては工事実施の優先順位が低く

なることから、直営舗装等の効率的な方法によりまして、修復スピードを加速させ

る必要があると考えております。幹線道路につきましては路面性状調査の結果に基

づきまして、交付金を活用して路面修繕を実施しておりますが、市の財政負担を軽

減できる事業を拡大していく必要があると考えております。 

 こうした経緯を踏まえ、平成３０年度は直営舗装班（中央）に加えまして、昨年

度に新設した直営舗装パッチング班の体制を拡充し、東部と西部の２班体制としま

して、市内全域の舗装修繕のスピードアップを図ってまいります。各班の管轄範囲

としましては、大曲道路維持センターを拠点とする直営舗装班につきましては市内

全域をカバーしまして、中仙地域を拠点とする東部パッチング班は大曲・中仙・仙

北・太田をカバーし、新設する西部のパッチング班につきましては西仙北支所を拠

点としまして、神岡・西仙北・協和・南外をカバーしてまいりたいと考えておりま

す。また、幹線道路につきましては路面性状調査に基づきまして、交付金事業を活

用して路面修繕事業を拡大してまいります。実施する路線でございますが、７地域

の１２路線としております。また、市単独事業の予算の配分につきましては、全市

的に優先順位の高い路線から工事を実施する路線選定方式に加えまして、工事費の

ほか維持修繕費や原材料費等については地域の実情を考慮した配分としまして、適
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切な道路維持を図ってまいります。 

  資料の平成３０年度当初予算案 建設部関連事業説明書の附属資料をお開き願い

ます。 

 資料の１ページから２ページの平成３０年度 道路改良及び道路維持事業費 路線

別一覧表には、道路維持や道路改良事業の路線名や事業費などを、各地域ごとに単

独・債務負担・交付金事業に分類して記載しております。この中で、薄茶色で表示

されている部分が道路維持事業分であります。 

 また、３ページから１０ページまでは、同じく各地域ごとの道路維持管理事業の

施工位置図を添付してありますので、ご参照願います。凡例のとおり、赤は単独分、

青は債務負担分、緑が社会資本整備総合交付金事業分でございます。 

 次に事業説明書の７－４ページ、それから当初予算書は９９ページをお願いいた

します。 

   ２目１２事業、除雪対策費は１１億５,７９７万５千円で、４,２４５万９千円の

減額であります。財源内訳としましては、国庫支出金として社会資本整備総合交付

金１億円と、県道除雪委託金２,９８５万１千円などを充当しております。 

 これまで、豪雪、少雪、また平年並みの冬を経験しまして、加えて平成２５年度

に導入しました除雪情報提供システムを活用することにより、様々な除排雪作業に

ついて分析・検証することが可能となりました。このため、平均的な除雪経費を算

出することもできるようになりまして、予算額と除雪作業量に応じた実績額との乖

離も年々少なくなってきております。 

 このような状況を踏まえまして、平成２９年度からは標準的な排雪経費を含む除

雪対策関連予算について、当初予算に一括して計上しております。ただし、降雪状

況は年々変化しておりますので、降雪状況を検証して、これを踏まえまして、不足

が生じた場合は適切な対応をとることとしておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いするものであります。  

 ３０年度は大曲地域を含む全地域でのＪＶ化を実施して、作業の効率化とオペレ

ーターの技術と知識の継承を図るとともに、引き続き、道路維持との包括発注を実

施してまいります。また、除雪業務委託の業者選定にあたりましては、引き続き、

プロポーザルによる業者選定方式を採用しまして、契約の透明性を確保してまいり

たいと考えております。プロポ－ザルのスケジュールは事業説明書の下段に記載の

とおり、５月の実施方針策定に始まり、参加業者からの技術提案書の提出などを経

て、１０月末には契約を締結する予定としております。 

  次に事業説明書の７－５ページをお願いします 

  ２目１４事業、除雪機械購入費は１億１,８７０万４千円で、７,９２８万４千円の

増額であります。財源内訳につきましては、国庫支出金として防災・安全社会資本
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整備交付金７,９１３万６千円、市債として除雪機械整備事業債３,９５０万円を充

当しております。 

 除雪機械の更新につきましては、雪対策総合計画と道路除雪基本計画によりまし

て、毎年１０台ずつ更新する目標を掲げております。機械の経過年数と老朽化に伴

う修繕費用等を勘案しまして、優先順位を決めて更新することとしておりますが、

交付金の配分等により、計画どおり更新していくことは困難な状況にあることが課

題となっております。 

  こうしたことから、更新につきましては交付金事業を有効に活用しながらロータ

リ除雪車や除雪グレーダ及び除雪ドーザ等の大型機械を優先的に実施していくこと

に加えまして、県からの払下げ機械を積極的に導入してまいりたいと考えておりま

す。平成３０年度はこうした方針に基づきまして、下表のとおり、ロータリ除雪車

等の５台を更新することとしております。 

  更新する機械につきましては、附属資料の１１ページに写真付きで表記しており

ますのでお開き願います。 

  購入する機械を黄色で、更新する機械を水色で表示しております。西仙北地域は

除雪ドーザ１４トン級とロータリ除雪車２.２メートル級、協和地域にはグレーダと

ハンドガイドロータリ、太田地域に小型ロータリ１.３メートル級を各１台、合計６

台を購入することとしております。購入予定の機械の規格と配備する地域、金額と、

更新対象機械の経過年数と累計修理金額等につきましては、記載のとおりとなって

おります。 

 次に事業説明書７－６ページをお願いします。 

   ２目６０事業、消雪施設等補助金は７９６万円であります。 

 本事業は、冬期間の通行確保のため、組合等が実施する消雪施設の整備を促進し、

安全・安心で快適な生活を確保することを目的に、補助要綱に基づき事業費の一部

を補助するものであります。 

 ３０年度事業の概要といたしましては、これまでの実績等を参考にしまして、消

雪施設の新設を２件、消雪施設の更新を３件、揚水施設の更新を３件の申請件数を

見込みまして、補助金を計上しております。 

次に事業説明書７－７ページをお願いします。 

○委員長（石塚 柏） はい、すいません。 

  ちょっと、審議も１時間超過しておりますので、暫時休憩をとりたいと思います。

再開時刻は１５分でいかがですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） １１時１５分にしたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 
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（ 午前１１時０５分 休 憩 ） 

（ 午前１１時１６分 再 開 ） 

 

○委員長（石塚 柏） それでは休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。今課

長。 

はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） それでは事業説明書の７－７ページをお願いします。 

４目 道路新設改良費、３２・４０事業 道路改良事業費（単独分・社会資本整備

総合交付金事業分）は６,１９２万２千円であります。内訳でありますが、単独分と

いたしましては６,８７８万９千円の減、社会資本分は２,６１８万６千円の減であ

り、合わせて９,４９７万５千円の減であります。財源内訳といたしましては、国庫

支出金として社会資本整備総合交付金１,６０９万７千円を、道路整備事業債は４,

３００万円を充当しております。 

 事業費が前年度に比較しまして大幅に減額となった理由でございますが、２９年

度に発生した災害に伴いまして、これまでに行われたことがない規模・件数・金額

の災害復旧工事の発注が見込まれていることから、この災害復旧事業を最優先する

ため、道路改良事業については新規路線としての着手を見送りまして、指針に基づ

いて選定した箇所について継続実施するものとしておりますので、ご理解いただき

ますようお願いいたします。 

 事業の概要でありますが、単独事業につきましては大曲・中仙・協和・仙北・太

田地域の９路線について、改良舗装工事、測量設計等を実施することとしており、

事業費は３,４８２万２千円、社会資本整備総合交付金事業につきましては、いずれ

も継続地区ですが、神岡地域の戸月宮田線及び南外地域の高野中山線の道路改良工

事、仙北地域の高梨堀見内線の用地買収を実施することとしており、事業費は２,

７１０万円を計上しております。 

 資料の平成３０年度当初予算案 建設部関連事業説明書 附属資料を再度お開き願

います。 

資料の１ページから２ページの、平成３０年度 道路改良及び道路維持事業費 路

線別一覧表の水色で表示されている部分が道路改良事業分であります。 

 また、１２ページの大曲地域から１８ページの太田地域まで、各地域ごとの道路

改良事業の施工位置図を添付しておりますので、ご参照願います。凡例のとおり、

赤は単独分、緑が社会資本整備総合交付金分であります。 

 次に事業説明書７－８ページをお願いします。   
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  ６目 橋りょう維持費、１５事業 橋りょう長寿命化対策事業費（社会資本整備総

合交付金事業）は１億５千万円であります。財源内訳としましては、国庫支出金と

して防災・安全社会資本整備交付金８,９１０万円、市債として道路橋梁長寿命化対

策事業債６,０９０万円を充当しております。 

 事業は橋梁長寿命化修繕計画に基づきまして、優先順位を決めて実施することと

しております。平成３０年度は、大曲地域の杉本橋、協和地域の半仙歩道橋、太田

地域の新田橋の補修の設計、それから大曲地域の丸子橋、西仙北地域の平和橋の補

修工事、並びに３３３橋の定期点検を実施するものです。今後の方向性としまして

は、橋梁点検車を必要としない橋長５メートル以下の橋梁につきましは、職員の技

術の向上を図りまして、直営による点検を実施してまいりたいと考えております。 

 次に事業説明書７－９ページをお願いします。 

   ８目１・２事業、交通安全施設整備費（単独分・債務負担行為分）は４,３６８万

３千円であります。内訳でありますが、単独分といたしましては３１６万１千円の

減、債務負担分は４００万円の増であり、合わせて８３万９千円の増であります。 

 交通安全施設整備費につきましては、これまで道路河川課が実施する区画線の設

置と、環境交通安全課が実施する通学路グリーンベルト設置事業がありましたが、

グリーベルトの新設が一通り完了しまして、定期的な引き直しが主になることから、

両事業を統合しまして、安全確保面での効果促進を図るものとしております。また、

各地域ごとに発注していた区画線設置について債務負担行為を設定しまして、道路

河川課で一括発注することにより、早期発注・早期完成を図ってまいります。主な

内容は下段の表に記載のとおりでありますが、区画線及びグリーンベルトの更新を

行うための工事費として、通常分と債務負担分と合わせまして３,７００万円のほか、

転落防止柵や防犯灯、カーブミラーの設置費等を計上しております。 

 次に事業説明書７－１０ページをお願いします。  

８目６事業、通学路歩道整備事業費（社会資本整備総合交付金事業）は４,３００

万円であります。財源内訳につきましては、国庫支出金として防災・安全社会資本

整備交付金２,５５４万２千円、市債として道路整備事業債１,６５０万円を充当し

ております。 

 この事業は、これまで実施してきました通学路緊急合同点検や、通学路安全パト

ロールの結果を踏まえまして、安全・安心な通学路を確保するために通学路の整備

等を行うものであります。 

  国の予算編成方針において、通学路整備事業は重点配分施策事業に位置付けされ

ておりまして、市としましても継続事業の早期完成を目指していきたいと考えてお

ります。３０年度は、継続して実施してきております３路線、高畑新山線、仙北太

田線、久保関古舘線の歩道整備工事について実施しまして、早期完成を目指してま
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いりたいと考えております。また、平成２９年度より開始している大曲地域の大町

通線につきましては、引き続き、通行する車両の速度低下対策としまして、グリー

ンベルトの設置やポストコーンや路面表示などによりまして、視覚的狭窄の設置を

実施しまして、通学路の安全対策に取り組んでまいります。 

 附属資料の１９ページから２２ページの通学路整備には、それぞれの施工箇所を

示した位置図を添付しておりますので、ご参照願います。 

 次に７－１９ページをお願いいたします。 

  ９款１項４目１１事業、水害対策費は２,２４８万３千円を計上しております。 

 事業の目的は、大雨時における市内全域の内水排除機能強化と、浸水被害が危惧

されている地域につきまして、非常時緊急避難路整備等によりまして、市民生活の

安全・安心を確保するものであります。大曲市街地の排水ポンプ機能強化による内

水排除対策に加えまして、道路の冠水時被害を防止するための視覚的対策と、それ

から平成２９年 7 月の大雨で孤立集落となりました西仙北地域の一
ひ

ト
と

鶴
つる

集落におけ

る効率的な避難路整備に着手することを目標としております。 

 平成２２年度から、内水排除対策としまして、大曲市街地への排水ポンプ設置を

実施してきております。ポンプの設置台数は、平成２９年の繰越分を含めまして１

４基で、事業費は累計で約３億円となっております。 

  課題としましては、水害を未然に防ぐ対策を講ずることは最重要でありますが、

費用対効果の高い施設の工法や規模を決定する必要があると考えております。 

  今後の方針でございますが、本市には国・県・市の管理する河川が流れておりま

して、それぞれが管理する河川の治水と水害対策を実施してまいります。７月の豪

雨災害に伴いまして、国と県が実施する対策事業は表のとおりとなっております。

国が管理する雄物川につきましては激特事業によりまして、築堤、輪中堤、堤防か

さ上げを実施するもので、実施期間は平成２９年から３４年まで、事業費２１８億

円で集中的に実施されます。県管理河川につきましては、大曲地域の福部内川、西

仙北地域の土買川、協和地域の淀川、南外地域の楢岡川におきまして、河川災害関

連事業及び緊急事業等によりまして、事業期間は２９年から３３年まで、総事業費

は２２６億４,６００万円としまして、緊急的に築堤及び河道掘削を実施しまして、

地域住民の安全・安心を確保する内容とされております。国と県に対しましては、

毎年、事業調整会議を開催しまして、事業について要望しているほか、雄物川改修

同盟会による要望活動や市独自の要望活動を実施しております。これら要望活動を

継続して実施してまいりたいと考えております。市が実施します内水対策としまし

ては、これまでに整備しております内水排除対策施設を有効利用するとともに、排

水能力が不足している箇所につきましては、引き続き機能強化を図ってまいります。

また、大曲市街地の施設整備と平行しまして、他地域への常設排水ポンプ設置等に
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よる内水排除対策を推進してまいりたいと考えております。平成３０年度の当初予

算の内容でございますが、道路の冠水時の被害を防止するために視覚的対策としま

して、大曲地域の朝日町、中通線、福見町、福田の４カ所のアンダーパスに、壁面

と路面に水深表示をしまして、併せて冠水時の進入防止対策としまして、手動の遮

断機を設置するもので、水深表示は４３９万１千円、遮断機設置は７１１万円を計

上しております。また、平成２９年 7 月の大雨時に孤立集落となりました西仙北地

域の一ト鶴集落における効率的な避難路整備に着手するため、緊急時避難路整備の

検討業務の委託料としまして４２６万６千円を計上しております。 

最後になりますが、資料、平成３０年度当初予算概要の３ページと、当初予算書

の１０１ページをお願いいたします。 

  ８款５項１目１０事業、河川総務費は２８４万９千円を増額しまして、８０１万

９千円を計上しております。 

 増額の主な理由としまして、予算概要書の備考欄に記載の「国管理の河川堤防 

及び県管理の河川環境施設の管理に関する経費」につきまして、新たに西仙北地域

の雄物川河川激甚災害対策特別緊急事業 支障物件解体助成費２８６万５千円を計

上するものです。 

  これは、国が実施します雄物川激甚災害対策特別緊急事業を円滑に推進するため、

地元の寺館自治会が支障となる物件を解体する費用を助成することによりまして、

雄物川堤防未施工区間の早期解消を図り、地域住民の安全・安心な生活を実現する

ことを目的とするもので、要綱を制定しまして助成金を交付するものです。 

以上、議案第４５号、平成３０年度大仙市一般会計予算のうち、道路河川課所管

分につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ご苦労さまでした。 

  当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） 交通安全施設整備費の７－９のところなんですけども、防犯灯

１５灯ということで書かれてます。それで先日でしたか、東北電力の方から２０基、

市の方に寄贈されたというニュース付いてましたけども、あれは２９年度で全部使

っちゃったということですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） そうですね、その分につきましては２９年度で設置済

みでございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、後藤委員。 
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○委員（後藤 健） 除雪のことでちょっと。来年度の予算とはちょっと違うかもし

れない話で、大変申し訳ないんですけれども、今年、皆さんご案内のとおり、すご

い豪雪で除雪もすごい頑張ってもらってると思うんですけれども、地域の、そのな

んだ、なんて言うんだ、家庭菜園的な畑とか田んぼさ、かなりこうロータリ車で山

のように雪が、山なってると思うんだども、いろんな人に言われるのが「あの雪、

なんとするんだ」と。「春になって残ってるようじゃ困るよ」という話をちょくち

ょく、ちょくちょくされるんですけれども、その対応ってなんかあるもんだすかや。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） その畑、田んぼ等の、一時堆雪場としてお借りしてお

りまして、排雪作業を計画的に実施しております。 

○委員長（石塚 柏） はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） そうすればまず、順次排雪を行っていくということでいいあん

だすかな。「いずれ、市の方で排雪しにくるよ」という話をしてもらいたいような

んですが。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 今、融雪、気温も上昇しまして、あるいは雨の状況を

見まして、融雪が進んでおります。その状況を踏まえて、必要に応じて排雪をした

いと考えております。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。ほかに、なにかございますか。 

はい、橋本委員。 

○委員（橋本五郎） 先たの、古谷委員の方から防犯灯のお話あったんですけれども、

私、その防犯灯とカーブミラー、かなりそれぞれの地域から要望があろうかと思い

ますけれども、この程度のあれで十二分に対応でき得るものなのか、それを伺いた

いと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 各地域、支所から状況を踏まえた、要望を踏まえて予

算措置しておりますので、現段階では予算で対応できると考えております。 

○委員（橋本五郎） そうすれば３０年度は、それぞれの支所から上がってきたのを、

全部これで対応できるということと思ってもよろしいですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 現在におきましては、この予算で対応できると考えて

おりまして、予算を計上しております。 

○委員（橋本五郎） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい。ほかになにか。はい、三浦副委員長。 

○副委員長（三浦常男） 水害対策関係なんですけども、設置排水ポンプ、これはま
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ず去年まで様々やってますけども、移動式の排水ポンプをある程度準備する必要も

あるのではないのかなと。私も地元におりまして、万太郎川の水門が閉鎖されます

と、あそこら辺、中野辺り、柳町から水浸しなるということで、排水距離が長いと

いうことで、移動式のポンプ、できれば準備してほしいなあという話も出てきまし

たんで、そうすると市としてもやっぱり、設置式のものはこれはまず、まあいい、

それでもまず、丸子町の辺りのあそこはちょっとポンプの容量が足りないというこ

とで、大型にするという。それ以外にもやっぱりこう、移動式のもの、やっぱり少

しねえば。消防団のあのポンプだけでは、ちょっと能力が足りないということで、

ある程度大型のものの移動式のもの、もし。３０年度でまずできなくても、先の見

通しを考えながら準備するのも考えてもらえればなということを、できれば要望し

ておきたいと思いますんで、何とぞご検討お願いします。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長、お願いします。 

○道路河川課長（今 和則） 移動式のポンプにつきましては、今、これまで常設の

ポンプで足りない不足分につきましては、移動式ポンプということで、業者さんの

方から借り上げするなどで対応してきております。それで、現在それでも足りない

ということで、常設のポンプ増強するという考え方で予算措置してるところでござ

いますが、その補完をするためにも、移動式ポンプについても業者さんから借りる

かたちで対応したいと考えております。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。 

はい、ほかに。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） ７－１９ページ。県の方から四つの河川も、先程報告あったと

思うけども、この楢岡川は、雄物川からどこら辺まで災害のあれをやるって聞いて

おりますか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） はい。雄物川の合流点から上流、秋田道、高速道路よ

りちょっと上流までという、までということで伺っております。ちょっと具体的に

今、手元に資料がなくて申し訳ないんですけども。 

○委員長（石塚 柏） はい、確認の上、説明をお願いします。 

  はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 延長としましては、下流から３,４２１.７メートルと

いうことで、大杉橋という橋まで改良、工事するという事業内容となっております。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員、よろしいでしょうか。 

○委員（佐藤芳雄） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかになにかございますか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） ７－７で、道路改良事業費について、説明の中で災害復旧、災
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害箇所の復旧を最優先するというようなことありました。それはもう当然なことで、

難儀掛けます。どうかよろしくお願いしたいと思いますが、その後に、そのために

事業圧縮、新規路線なども廃止して見送って、来年度にするという、そのいわゆる、

事業、この道路改良事業の圧縮しなければならなかった理由というのはやっぱり、

何だか教えてもらえますか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 説明で申し上げましたとおり、災害復旧事業を優先す

るという･･･。 

○委員（佐藤育男） それさやっぱり、あれですか、例えば事業量があまり多くて対

応ができないとか、例えば受注する業者さんがいないとか、なんかそんな具体的な

その理由というのは、なんかあるもんですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） やはり災害復旧工事の件数もかなり箇所が多くなって

おりますので、受注する業者さんのこともまず考慮しまして、道路改良事業につい

てはちょっと控えておきたいと。あと災害工事を優先して復旧してまいりたいとい

うことが基本的に、考え方でございます。 

○委員（佐藤育男） そうすれば、見送りするということですので、災害の、それが

３年くらい、落ち着いたときにはまた復活して、進めさせて、していくというよう

なことの理解でよろしいですね。 

○委員長（石塚 柏） はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） はい。災害復旧が終わりますと、また引き続き道路改

良事業を継続して、整備してまいりたいと考えております。 

○委員長（石塚 柏） 佐藤委員、よろしいでしょうか。 

○委員（佐藤育男） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい。ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、道路河川課所管の質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） 次に用地対策課所管の説明を求めます。伊藤用地対策課長。

はい。課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） それでは、用地対策課関係の平成３０年度当初予算に

ついて、説明申し上げます。 

資料は予算書の９０ページをお願いします。説明につきましては、事業説明書で

説明させていただきます。説明資料の７－１ページをお願いします。 
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６款１項９目１１事業の国土調査事業費（単独分）であります。 

この予算につきましては、地籍調査事業を継続して実施している協和・西仙北・

太田の３地域の成果の維持管理に必要な予算内容であります。３０年度の当初予算

額が４７０万７千円、２９年度予算額が５００万４千円でありまして、２９万７千

円の減となっております。財源内訳は、すべて一般財源となっております。 

事業の目的及び目標につきましては、国土の開発及び保全並びにその利用の高度

化に資するとともに、地籍の明確化を図ることを目的としておりまして、昨今では

測量精度も向上したことから、電子媒体による成果の管理が義務づけられておりま

して、今後、適切な保守管理が求められているところであります。 

これまでの実績と成果としましては、土地の境界、権利関係の明確化を図られ、

さらに災害発生時には測量成果を活用することで迅速な復旧が図られます。現在、

年間約１００件程度の成果の提供を行っておりまして、昨年の災害によりまして、

さらに多くの利活用が図られるものと考えております。 

問題と課題につきましては、協和地域の２カ年の成果の送付の遅延がありまして、

１７年・１８年の事業なんですけれども、事業開始から長期間経過していることか

ら、速やかに法務局への送付が求められておりまして、作業を進めておりますが、

土地異動等が多いことから処理に時間を要しておりますが、ようやく目途が付きま

して、今現在、地権者への再度成果の確認を行っていただく作業をしておりまして、

その作業を年度内に終わらせまして、来年度中には法務局へ送付したいと考えてお

ります。その後、残り１年分の現場作業等の処理を行いまして、３１年度中には２

カ年の送付遅延の解消を目指したいと考えております。 

今後の方向性と３０年度の事業の概要につきましては、はじめに事業概要を表に

まとめておりますが、継続している３地域の事業費の説明であります。主に支援シ

ステムの保守料及びリース料と、それから過年度の成果の修正業務に必要な委託料

であります。西仙北地域が１０８万８千円、協和地域が２５４万３千円、太田地域

が１０２万９千円となっておりまして、３地域共通の燃料費を合わせますと４７０

万７千円となっております。今後の方向性としましては、地籍支援システムの保守

等の業務を継続して実施しまして、当該年度の業務や過年度成果の修正業務を行う

こととしております。 

続きまして、予算書の９８ページをお願いします。 

８款２項１目１５事業の市道敷地対策費であります。 

説明につきましては、事業説明書で説明させていただきます。説明資料の７－２

ページをお願いします。 

この予算につきましては、市道敷地等で登記が完了していない箇所について、解

消に必要な予算と市道敷地等の借上料の予算内容であります。３０年度の当初予算
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額が１,９４６万１千円、２９年度予算額が２,２５４万５千円でありまして、３０

８万４千円の減額であります。財源内訳は、すべて一般財源となっております。 

事業の目的及び目標につきましては、平成２９年３月末現在で、市道敷地等で登

記が完了していない２,２２２筆につきまして、計画的に登記を完了させることを目

的としております。また、大曲地域で借地している市道敷地等については、今年度

末で賃貸借契約期間が満了することから、更新の手続きを行うこととしております。

未登記解消につきましては、年間１００筆程度の完了をさせることを目標として進

めまいりたいと考えております。 

これまでの実績と成果につきましては、年度別の解消筆数を挙げております。平

成２１年度から平成２８年度までの実績としまして、８２７筆を解消しております。

今年度の実績としましては、まだ現場の処理が終わっていない箇所もありますが、

概ね１００筆程度の解消が見込まれるものと考えております。 

問題と課題につきましては、残っている物件は相続等の権利登記の問題、また、

図面と現地とが著しく相違があっての表示登記の問題などが解決できなかったと思

われ、現在は、解消が見込まれるものから順次作業を進めることとしております。 

今後の方向性と３０年度事業の概要につきましては、市道の未登記案件について

は再度関係書類の精査と法務局の登記情報を確認した上で、解消可能な場所と現実

的に困難である場所の分類を行いまして、公益社団法人秋田県公共嘱託登記土地家

屋調査士協会並びに司法書士協会、また、測量コンサルタントからの協力を得なが

ら計画的に進めていくこととしております。表には各地域ごとの実施予定の筆数を

挙げております。また、市道敷地等借上料につきましては６３件、１０７筆であり

まして、３１１万２千円の予算となっております。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審査の上、ご承認いただきますよう

お願い申し上げます。以上でございます。 

○委員長（石塚 柏） ありがとうございます。 

当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、橋本委員。 

○委員（橋本五郎） 内容、本当に難しい複雑な状況だと思いますけれども、この今、

先程説明受けた大曲の市道の借地。これ、なかなか用地買収とか、そういうもので

きない実情があるわけでこういうことになっておるんですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） 市道の借地につきましては、昨年度１件用地を買収し

ております経緯もありますけども、今のところ、まずそういった将来的に買い取る

方向も含めて、今検討はしているんですけども、今現在、特に旧大曲市管内は全て
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借地のようなかたちとっておりまして、ほかの地区にはないんですけども、大曲地

域についてはほとんどが借地ということで、今後は、とりあえずは買い取りを目標

に考えていきますけども、なかなか本人、地権者にしてみると、なかなか売るとい

うのがちょっと了解得れないというか、そういう状況でありまして、今こういった

借上料の予算が出てるという状況であります。 

○委員長（石塚 柏） はい、橋本委員。 

○委員（橋本五郎） これ公道なんだよな、まずな。やはり皆さん方が使う、地域住

民の人方が使っている道路で、地主がなかなか手放さないというのであれば、今、

県内のいろんな経済問題でも、やはり借地で貸してら方が得なんだよな。んだから

やっぱり、そういうところをやはり、皆さん方が使う、地域の人方が使う道路なん

だから、やはりそのあたりを理解を深めながらやる。計画的に買収をして、整備し

ていった方がいいのではないのかな、そう思って質問したんですけれども。よろし

くお願いします。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） 計画的に進めたいと思っております。よろしくお願い

します。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございます。 

ほかに。はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） いや、すいません、俺もこの、今の大曲の借地のとこなんです

けども、これ、伊藤課長、おそらくその当時のあれは把握してないんでしょうけれ

ども、これどういった経緯で、この借地で。一般であれば、やっぱり道路を造ると

きのいうのは、やっぱりまず買収して。なんか問題あって登記できねかったとかっ

ていう話はよくありますけれども、これ大曲のときから、最初からこれ借地で道路

を造ったってことなんですか、これは。 

○委員長（石塚 柏） はい、伊藤課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） 実はこの予算につきましては、私ども、この４月から

用地対策課ということで始めたわけなんですけども、予算はその段階で私どもの方

に予算措置されてるわけなんですけども、実質、作業は道路河川課の方でやってる

わけなんですけども、過去のちょっと情報的なものは、ちょっと私わからないんで

すけども、おそらく、当初から「貸してくれ」とかそういった、要は買収に応じな

かったから借りたのか、ちょっとそこら辺の内容的なそれは把握してませんけれど

も、ほかの地域にも若干あるらしいですけども、あっ、すいません、ほかの地域に

はないんですけども、大曲地域だけは道路敷地がこの借地しているというのが多い

わけで、ほかの公共施設についても、大曲地域については結構借地しているとこが

多いわけなんです。というところもあるので、ちょっと当時のいきさつはちょっと

わからないですけども、まずそこら辺は情報がないので、申し訳ございません。 
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○委員長（石塚 柏） はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） これも税務サイドの話かもしれないですけれども、これ固定資

産の課税というのは、通常、登記取れてなくても、道路であれば固定資産免除って

いうのが普通ですよね、現況が道路であればですね。これ固定資産、どうなってる

もの。 

○委員長（石塚 柏） はい、伊藤課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） ちょっと税務に、ちょっと確認してはいないんですけ

ども、おそらく減免の処理はしていると思います。おそらくですけども。ちょっと

税務課に確認はしておりませんけども。今、話変わるんですけども、未登記対策の

方についても、道路部分については減免しておりますので、道路の借地の部分につ

いても、おそらく減免はしているのかなとは思います。 

○委員（後藤 健） いや、これ計画的にその買収を検討ということでしたけども、

これはやっぱり早急に、あれじゃないんですかね、対応してもらった方がよくない

すかね。 

○委員長（石塚 柏） はい、伊藤課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） 道路河川課と協議しながら、検討します。 

○委員長（石塚 柏） はい。ほかにございますか。はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） ７－１の国土調査事業費というとこなんですけども、これ予算、

一般財源でやってるんですけど、国の方の指導とかの事業ですか。「国土」と書い

てるから、ちょっと勘違いするあれ、あるかもしれねども。 

○委員長（石塚 柏） はい、伊藤課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） 先程２９年度の補正予算分の補助分の方で、ちょっと

説明しましたけども、事業につきましては補助対象になります。それで、今回のそ

の、今の一般会計のものにつきましては、その成果の維持管理に要する費用という

ことで、とりあえず単独、要は補助対象外の部分ということで、分けられているわ

けなんですけども。 

○委員（古谷武美） ほかの方ででは、補助が来てるということですか。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） この国土調査事業費の単独分については、補助ではあ

りません。すべて一般財源というかたちになってます。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） 今の、関連するんですけど、今、３０年度は新しい地域は調査

しないということでしょうか。 

○委員長（石塚 柏） 伊藤課長、どうぞ。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） ３０年度は今のところ、今継続している協和・西仙北

・太田の３地域ということで、新しい地域についてはやることは決めてません。そ
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れで、３２年から第７次計画が始まりますので、できればその１０カ年計画の中で、

全体の計画区域を決めまして、今休止している中仙、あるいは旧大曲市の未実施区

域も含めまして、計画してまいりたいと思っております。 

○委員（佐藤育男） この予算書見ますと、本年度、国土調査事業がゼロとなってる

んです、これ。９０ページ。なしてだ。今、継続のとこ実施するというような話あ

りましたけども。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） これはあれです、あくまでもこのゼロというのは補助

分でありまして、下のその４７０万７千円は単独分ということで。補助分はゼロで

す。 

○委員（佐藤育男） と言うことは、ゼロということは、さっき言ったように、その

継続するとこは実施すると、なんか説明あったように思いますが。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） 補正、２９年度の補正予算の中で、今回、国の補正の

予算に伴いまして、繰越明許費の設定のお願いした分なんですよ。それが今のゼロ

の部分に入って来る分なので、当初予算には入ってません。 

○委員（佐藤育男） はい、分かりました。はい、了解です。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、ないようでございます。 

  ここで、審議途中でありますけれども、昼食のため暫時休憩いたします。 

  開始は午後１時よりお願いしたいと存じます。 

  どうぞよろしくお願いします。 

 

（ 午前１１時５３分 休 憩 ） 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

（ 午後 ０時５９分 再 開 ） 

 

○委員長（石塚 柏） それでは休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  その前に、伊藤用地対策課長さんから、税務課の方からの説明を得たということ

で、ご報告したい旨の申し出がありました。それでは伊藤課長、よろしくお願いし

ます。 

  はい、課長。 

○用地対策課長（伊藤滋泰） 先程の質問の中で、市道敷地の借地料の件のことで、

あれは敷地の方の課税なんですけれども、税務課に確認しましたけれども、私、最

初、非課税になっているような話したんですけれども、ちょっと未登記の案件とち

ょっと間違えまして、課税対象になっているいうことの確認をしたので、すいませ

んが、訂正させていただきます。 
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  あと借地についても、今後も買い取りについては検討してまいりたいと思ってま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（石塚 柏） はい。後藤委員、よろしいでしょうか。 

○委員（後藤 健） はい、ありがとうございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございます。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） それでは次に、都市管理課所管の説明を求めます。中村都市

管理課長。 

  はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） それでは引き続き、議案第４５号、平成３０年度大仙

市一般会計のうち、都市管理課所管分について、ご説明申し上げます。 

  建設部の主な事業の説明書では７－１１ページ、資料№４、予算書では歳入が４

８ページ、歳出が１００ページとなります。それでは説明の方は事業説明書でご説

明申し上げますので、７－１１ページをご覧下さい。よろしいでしょうか。 

８款３項１目２６事業、大曲駅前第二地区土地区画整理事業清算金事務費につい

てでございます。 

 予算額は、清算金交付額５,９７７万円、その他特定財源として５６２万１千円の

清算金の徴収額を充当してございます。 

 事業の目的及び目標でありますが、土地区画整理された各仮換地の不均衡を是正

し、公平性を図るために金銭による清算をすることになっております。今回、清算

金の交付対象者は２４３人で一括交付となり、清算金の徴収対象者は２０４人とな

っておりますが、事業開始から３０年余り経過しており、当時の権利者の死亡によ

る相続の発生により、交付対象者で１４３人の増の３８６人、徴収対象者で１９４

人増の、合わせて３９８人が実質の対象となってございます。なお、徴収金に対し

ましては、申し出により、金額に応じて最長５年の分割納付が可能となってござい

ます。 

  これまでの実績と成果でございますが、仮換地指定及び建物移転につきましては

平成２６年度、道路・宅地造成等のハード面につきましては平成２７年度に終了し

ております。現在は本換地に向けた作業を進めており、平成２８年度末の事業費ベ

ースの進捗率は９９.７パーセントとなっております。 

  今後の方向性と事業の概要でございますが、換地処分事務及び清算金徴収・交付

事務については平成３０年度、来年度から開始し、先程もお話ししたとおり、清算

金交付金については初年度に一括交付し、徴収金については中段の清算金一覧表に

各金額の分割期間を示しておりますが、申し出により、最長５年分割で徴収するこ
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ととしております。次に、清算金額の総額は５,９７６万９,９７５円で、その内訳

として徴収が、大仙市分として３,３１８万５,４０９円、一般権利者分として２,

６５８万４,５６６円であります。この表に記載のとおり、徴収と交付の金額は同額

になる訳でございますが、徴収金額については、分割納付を前提とした予算計上を

しておりますので、３０年度予算収支としては同額の金額とはなってございません。 

次に７－１６ページをお願いいたします。予算書では、歳入が２５ページから４

４ページ、歳出が１０２ページとなってございます。事業説明書でご説明いたしま

すので、７－１６ページでお願いいたします。 

  ８款７項１目１０事業、公園維持管理費でございます。 

  予算額は、８地域合わせて７,４１１万１千円、前年度より４９３万６千円の増で

ございます。その他の財源として、公園使用料等の３６９万９千円を充当してござ

います。 

 事業の目的及び目標でございますが、公園利用者が安全かつ快適に過ごせるよう

維持管理を適正に行い、施設の安全性と利便性の向上に努めるとともに、都市環境

の整備、緑地の保全、利用者の憩いの場を図ることにより、市民福祉の向上と健康

の増進に寄与するものでございます。 

 これまでの実績と成果であります。公園における事故の未然防止の観点から、経

年劣化した施設の修繕・維持管理を適正に行い、市民の憩いの場として利用されて

ございます。これまでの主な事業として、平成２８年度には中仙地域の八乙女公園

遊歩道改修事業及び大曲地域の姫神公園アスレチック遊具解体工事、今年度、平成

２９年度では南外ふれあいパークため池防護柵等工事、八乙女公園ローラー滑り台

解体工事などを実施し、公園施設の安全確保に努めております。 

 次に問題と課題でございます。業務内容を精査し、必要最小限のコストで公園施

設の維持管理を行ってございますが、今後も引き続き経費節減に努め、公園におけ

る事故の未然防止の観点から、経年劣化した遊具等の撤去などについて優先順位を

決め、重点的に進めていく必要があると考えてございます。 

 今後の方向性でございますが、大曲・中仙地域の公園緑地及び河川公園の草刈等の

公園維持管理を専属に行う業務については、今年度、平成２９年度は道路河川課所

管の道路維持直営班により実施していただいておりましたが、平成３０年度からは

これを分離し、公園部門の専属として都市管理課に臨時職員２名を配置し、公園の

維持管理作業の効率化及び経費の抑制に努めるものであります。今後の維持管理の

あり方については、引き続き市が管理していく公園か町内会等に管理を移管する事

が可能な公園かなどを検討し、段階的な見直しをしてまいります。平成３０年度の

新規事業で１００万円以上の主なものは、先ほどお話ししました公園維持管理直営

班２名分の臨時職員の賃金等２８９万８千円、大曲地域の総合公園中沢湿原木道改
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修費２５０万円、神岡地域の笹倉公園スカイサイクル解体撤去費３０６万６千円で

あります。 

Ａ３判、都市－１と書いた資料２ページと３ページに、中沢湿原の木道改修工事、

笹倉公園のスカイサイクルの解体工事の位置図と現況写真を添付してございますの

で、ご確認願います。 

 次に事業説明書７－１７ページをお願いいたします。予算書では、歳出が１０２

ページとなります。事業説明書７－１７ページで説明いたしますので、よろしくお

願いいたします 

   ８款７項３目１１事業、河川公園管理費でございます。 

予算額は１,０６６万３千円、前年度より２７万９千円の増でございます。 

   事業の目的及び目標でございますが、河川公園利用者が安全かつ快適に過ごせる

ような維持管理を適正に行い、河川環境の保全と施設の安全確保に努めるとともに、

良好な自然環境を維持することにより、市民福祉の向上と健康の増進に寄与するも

のでございます。 

 これまでの実績と評価であります。公園施設の機能保全による安全性の確保及び

公園緑地の整備などに努めながら適正な維持管理が行われ、施設の有効性と長寿命

化が図られております。 なお、河川公園の数でございますが、大曲地域５カ所、中

仙地域２カ所、太田地域１カ所の、合わせて８カ所でございます。 

  次に問題と課題であります。先ほどの公園管理費と同じく、経費節減に努めなが

ら施設の維持管理を実施しておりますが、利用者のニーズ把握に努め、適正な維持

管理を行っていく必要があると考えてございます。 

  今後の方向性でございますけれども、平成２８年度から実施している大曲地域の

公園及び中仙地域の河川公園の一部の草刈りを市直営で実施をしておりますけれど

も、平成３０年度からは大曲地域の河川公園の一部も草刈りを直営で行い、経費の

抑制に努めてまいります。雄物川河川緑地運動公園につきましては、先ほど議案第

２２号でご説明申し上げましたとおり、公園の名称を「大曲の花火」公園に改める

予定であり、公園の知名度向上を図り、「花火のまち」の地域イメージの確率、花

火ブランドの戦略的活用に資するものでございます。引き続き、河川公園施設の適

正な維持管理を継承し、施設の安全確保に努めるとともに、利用者ニーズを踏まえ

た施設整備を実施いたします。平成３０年度の新規事業につきましては、先程の公

園維持管理直営班の乗用草刈機として、１台購入費１５０万円を計上してございま

す。 

次に事業説明書の７－１８ページをお願いいたします。予算書では、歳入が２５

ページ、歳出が１０２ページとなってございます。事業説明書７－１８ページで説

明いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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   ８款７項４目１０事業、市民ゴルフ場管理運営費でございます。 

   予算額は４,６６１万２千円、前年度より２５万５千円の増でございます。その他

の財源として、市民ゴルフ場の使用料３,７６８万円を充当しております。 

  事業の目的及び目標でありますが、国土交通省から河川占用許可を受け、雄物川

河川緑地をゴルフ場として運営することにより、ゴルフを通じて市民の健康増進を

図るとともに、利用者が安全かつ快適にプレーできるよう適切な施設維持管理を行

うことにより、利用者の安定確保に努め、ゴルフ場の管理運営を委託する株式会社

大曲スポーツセンターが持続して経営できるよう努力を促すものであります。 

  これまでの実績と成果であります。平成２９年度は、７月と８月の２回にわたる

豪雨災害による冠水で、合わせて１６日間の営業休止になったことに加え、例年に

なく１１月からの降雪が解けにくく、そのまま根雪になったことから、営業日数が

２１０日と全年度比較で３５日少なくなっております。対前年度比較では１０.７パ

ーセントの減となっておりますが、その一方で、１日平均利用者数は企業努力によ

り、例年以上の実績を確保しているところでございます。 

次に問題と課題であります。スポーツの嗜好性や天候に左右される事業であるこ

とから、市民のニーズやほかのゴルフ場の動向も注視しながら、引き続き、利用者

が快適にプレーできる環境づくりについて努めてまいります。さらには、開場以来

３４年を迎え機械設備等の老朽化が進んでいることから、業務に支障がないよう機

械設備等の更新を図り、適正な施設の管理運営を継続していく必要があると考えて

ございます。 

今後の方向性と概要でありますが、グリーンを適切な状態に保つために必要不可

欠な薬剤散布機が購入から２３年間経過し、経年劣化により作業に支障をきたして

おることから、かつ１台しかないために、同機械の更新を行う予定であります。併

せて計画的に施設整備を継続し、クオリティの高いコースづくりに努め、将来的に

は使用料収入のみをもってゴルフ場の管理運営ができる体制づくりを目指してまい

ります。 

以上、議案第４５号、平成３０年度大仙市一般会計予算のうち、都市管理課所管

分の主な事業につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。よろしくお願いします。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑に入ります。質疑のある方は、お願いします。 

はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） 神岡のスカイサイクル解体するけども、これ見積もりっていう

のはあれですか、金属がかなりあるども、これ金属の収入っていうか、見積もり取

ったやつは、その収入も入れて見積もりを取り寄せましたか。 
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○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） はい。折半した金額でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。 

○委員（佐藤芳雄） はい。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） 公園のこの遊具の撤去、来年度、神岡とまず仙北、二つあるん

ですけれども、これあれなもんだすか、さまざま検討した結果、解体ということな

んでしょうけれども、この状態で直すとすればどれぐらい掛かるもんだすかね、こ

の解体というとこの仙北の遊具と。 

○委員長（石塚 柏） はい、中村課長。 

○都市管理課長（中村 強） 神岡のスカイサイクルでございますけれども、現在、

現在と言いますか、毎年、専門業者に点検を委託してございます。稼働に関しては

かろうじてオーケーという判断が出ているんでございますけれども、写真にあると

おり、かなりの経年劣化が激しいということで、塗装を強く勧められております。

塗装自体１,３００万ぐらい掛かります。それから、掛かりすぎるということで、

支所の方と検討した結果、解体という結論に達したいうことでございます。それと

ほかの遊具の撤去・解体ですけれども、毎年、遊具の点検業者に点検を委託して、

最低のＤ判定というのが早急に解体、もしくは使用できないよという状態になりま

す。これがほとんどが今は大曲地域に集中してるんですけれども、平成２９年度２

０件、大曲に関して２０件ございます。それで２９年度において１７件ほど解体と

いうふうにしておりますけれども、これを逆に新たに設置するとなると、正式な見

積もりはもらってないんですけれども、かなりの額に達するということで、地域で

本当に必要だというものであれば修繕を発注してまいりますけれども、基本的には

解体の方向でいきたいなと考えてございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） 当然遊具あれば、毎年の点検も結構なお金掛かってますし、修

繕、お金掛かるのはそうなんですけれども、ここ何年もまず、ずっとずっとその解

体・解体で来てて、どんどんどんどん遊具が減っている状況だと思うんですけれど

も、今の課長の話聞けば、そうすれば、まずなんとしてもまず必要というか、あっ

た方がいいものについては修繕なるよりも、原則古いものは解体していくことであ

れば、この先まず、基本的に大仙市内は遊具は増えることはないという認識でいい

んですかね。新しく設置するという計画、今のところ持ってないということですか

ね。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） 後藤議員ご指摘のとおり、今のところ新たに、新設と
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いうことは考えてございません。ある程度、Ｄ判定ものは除去された後に、地域に

よって「必要だ」「これが必要ですよ」という要望があれば、それに対しては考え

ていきたいと思ってます。 

○委員長（石塚 柏） はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） あれなもんですか、今、子どもたちも公園でこうにぎにぎしく

遊ぶような時代でもないんでしょうけれども、その子どもというか、その親御さん

だとかそういった方からの、この遊具に対する要望とかってのはないもんですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） 地域によってはこれも一般的な、例えばブランコであ

りますとか、鉄棒でありますとか、本当にベーシックな遊具に関しては「残してほ

しい」という要望は多数ございます。ただ、それに関しては、なるべく修繕して残

していきたいというふうに思っております。 

○委員長（石塚 柏） はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） まあ、どこでも、説明でいけばまず、なかなか増やすことは難

しいということなんで、まあやっぱり、地域からやっぱりその、遊具なくなるとい

うことは子どもにとっても、寂しいと言いますか、実際、僕の近所でもたまに遊ん

でいる子どももいるんで、安易にその解体というふうには、まあ確かにお金掛かる

ことなんで、点検して修繕していくのが難しいんでしょうけれども、最低限の遊具

はやっぱり残してほしいなあというのが、最後要望みたいになりましたけれども。

答弁はいいです。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございました。 

  はい、ほかに質疑はございませんか。 

  はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） 市民ゴルフ場の管理運営費で聞きたいんですけれども、毎年３，

０９０円で前売券というか、売ってます。その売上金額というのが、もし分かれば。 

あともう一つ。毎年雪降って、やれなくて、使用できなかったいう未使用の券、

それどれぐらいあるものなのか、ちょっと聞きたいんですけれども。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） 今、古谷議員仰られた通称プレミアム券という券でご

ざいますけれども、平成２９年度のデータがございます。８,６５３枚売れており

ます。１枚３,０９０円でございますので、２,６７３万７,７７０円という金額で

ございます。申し訳ございませんが、この内、未使用の分が何枚なのか、ちょっと

手元にデータなくて、おそれいりますが、いずれ２,６７３万円ほど売れておりま

す。むしろ売り上げの大部分が、このプレミアム券によって達成されているような

状況です。 
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○委員長（石塚 柏） はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） 前売り券で買って使用できなかったものは、多分個人の責任だ

と思うんですけれども、使わねで、全部、多分未収入だと思うんですけど、どれぐ

らい残って、まるっきり全部収益からのものはどれぐらいあるかなとかって、ちょ

っと興味があって聞きました。 

  もう一つ、あのですね、ゴルフ場利用税って、結局、残った分はゴルフ場利用税

は掛からないわけですよね。やって、初めてゴルフ場利用税だと思う。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○都市管理課長（中村 強） これ４００円、県税でございます。ゴルフ場利用税掛

かるわけですけれども、私としては、券を発行した時点でゴルフ税が掛かると認識

しておりますけれども、そこら辺ちょっと曖昧でございます。後ほど確認してお知

らせいたしたいと思います。 

○委員（古谷武美） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。 

○委員（古谷武美） はい。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、都市管理課所管の質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） 次に、建築住宅課所管の説明を求めます。讃岐建築住宅課長。 

  はい、課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 引続きまして議案第４５号、平成３０年度大仙市一般

会計予算のうち、建築住宅課所管分の歳出に係る主なものにつきまして、ご説明い

たします。 

  資料といたしましては、この青の予算書では１００ページと１０１ページになり

ます。あと、建設部の関連事業説明書 附属資料というのがありますけれども、これ

は２４ページから２７ページになります。ただ、最後になりますけれども事業説明

書につきましては７－１２ページからでございます。説明の方は、この事業説明書

を用いて説明させていただきます。 

  はじめに７－１２ページですけれども、市営住宅維持管理費についてであります。 

  予算額は３,５４７万１千円で、前年度と比較しまして２７万６千円の増額であり

ます。財源内訳は、その他で市営住宅使用料等を充当しております。 

この事業は市営住宅の入居者が安全・安心で快適に過ごせるよう、建物、設備等

を適切に維持管理することを目的としており、市営住宅の入居率１００パーセント
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を目標としております。 

  これまでの実績と成果は、事業説明書中段２のところに記載しておりますけれど

も、市営住宅の入居率は概ね９４から９５パーセントで、ほぼ目標を達成しており

ます。家賃収入等を確保することができております。 

  事業説明書の４の市営住宅の概況についてでありますが、表に記載しております

けれども、大仙市では、仙北地域を除く７地域で１９団地１３３棟５７９戸を管理

しており、入居者の日常生活に支障をきたすことのないよう、適切な維持管理に努

めております。事業説明書の一番下のところに、小さな文字で恐縮なんですが、主

な修繕等として、ガスボンベ庫出入口修繕（大曲地区）、外壁木部塗装（西仙北地

域）などを記載しておりますが、これらを地域ごとにまとめたものを、この建設部

関連事業説明書の２４ページにＡ３判で載せてございます。後でご覧になっていた

だけたらと思っております。 

 次に、また事業説明書に戻りますけれども、となりの７－１３ページをご覧願い

ます。 

住宅・建築物耐震改修等事業費についてであります。 

  予算額は１１０万円で、前年度と同額でございます。財源内訳は国庫支出金５５

万円、県支出金２２万５千円、市では３２万５千円であります。 

この事業は、地震による木造住宅の倒壊等の災害を未然に防止し、住民の安全を

確保することを目的に、木造住宅の耐震診断と耐震改修工事に係る費用に対して経

済的な支援をするもので、平成３０年度は耐震診断５件、耐震改修１件を目標とし

ております。 

  これまでの実績と成果ですけれども、事業説明書中段の２のところの表にありま

すけれども、平成２１年度から２９年度までの診断件数の合計は２１件で、診断を

行った後の耐震改修は２件となっております。また、耐震診断の結果は２１件とも

上部構造評点が１.０未満で、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高

い」に該当しており、地震防災に対する住宅の耐震化の重要性について、より一層

の所有者等への普及啓発に努めてまいります。 

 次に事業説明書をまた１枚めくっていただきまして、７－１４ページをお開き願

います。 

住宅リフォーム支援事業費についてであります。 

  予算額は６,００８万７千円で、前年度とほぼ同額で、財源内訳は一般財源となっ

ております。 

この事業は住宅リフォーム工事を行う市民に対して、経済的支援をすることによ

り、居住環境の向上を図るとともに、市内住宅産業の活性化及び雇用の創出を図る

ことを目的としており、平成３０年度の補助申請件数は４００件を見込んでおりま
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す。 

  これまでの実績と成果は、事業説明書中段２の表の、特に右の方をご覧いただき

たいんですが、平成２１年度から２９年度までの申請件数の合計は３,５５４件、補

助額の合計では６億３２０万４千円、全体工事額の合計では８７億２,２５４万円と

なっており、市内住宅産業に対する経済波及効果に大いに寄与するものと考えてお

ります。 

建設部の附属資料の、こちらの２５ページには２９年度の申請情況を載せてござ

いますので、後でご覧になっていただきたいと思います。 

  また、この事業は市民のニーズが高く、事業継続の要望が多いことから、平成３

０年度は今年度と同様に、予算到達による申請打ち切りは行わないこととし、年度

末の３月２０日まで実績報告書をいただけるものについては、全て補助申請を受け

付けることとします。 

 次に、最後になりますけれども、となりの７－１５ページをお願いします。 

地域住宅整備事業費についてであります。 

  予算額は１,４８０万円で、前年度と比較しまして１,５７６万１千円の減額であ

ります。財源内訳は、国庫支出金５１６万円、市債９６０万円、一般財源は４万円

となっております。 

  この事業は、安全で快適な住まいを長期的に確保するため、予防保全的観点から

計画的に整備又は改善を実施し、長寿命化による更新コストの削減と事業量の平準

化を図ることを目的に、市営住宅の耐用年数が鉄筋コンクリート造などの非木造住

宅にあっては７０年、普通の木造にあっては３０年を経過するまで供用できるよう

に整備することを目標としております。 

  これまでの実績と成果は事業説明書中段２に記載しておりますが、大仙市公営住

宅等長寿命化計画に基づき、社会資本整備総合交付金を活用して、各市営住宅を計

画的に整備しております。平成３０年度の整備事業は神岡ＡＤ棟市営住宅屋上防水

改修工事であります。 

ここで、建設部の附属資料２６ページと２７ページをお開き願います。一番最後

の方です。 

  神岡ＡＤ棟市営住宅は、所在が大仙市神宮寺字本郷野で、昭和５４年に建設され

た集合住宅であります。構造は鉄筋コンクリート造３階建て、１棟２４戸で構成さ

れており、間取りは３ＤＫとなっております。当該市営住宅は建設時から３８年が

経過しており、平成１０年に防水改修工事を実施したものの、その時から現在まで、

既に１９年が経過しております。今回の防水改修工事は２回目ではありますが、屋

上防水シート５２１.０平方メートルを全面更新するものです。更新する防水シート

は、通常１０年間の保証期間でありますが、長寿命型の高耐久塩ビ樹脂系シートを
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使用し、１５年間の保証期間とするものです。資料の右側が現状の写真であります

が、現在のところ、辛うじて漏水は発生しておりませんが、経年劣化が進行してお

り、予防保全的な観点から改修工事を実施するものです。 

 以上、議案第４５号、平成３０年度大仙市一般会計予算のうち、建築住宅課所管

分につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよ

うお願い申し上げます。以上でございます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） この住宅リフォームの支援事業ですけれども、開始から９年で

すか、それぐらいなってますけれども、これいつまでと言えばちょっと言葉があれ

ですけれども、いつまでこういった安心事業というか、続けるのかというような検

討とかは庁内でされてるもんですかね。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 少しずつ縮小していこうということで、打ち切りを一

旦やったんですけれども、やっぱり要望が非常に多かったということで、今年の春

に方針を変えて、打ち切りはしないということで、前向きになっている状況でござ

います。今後の方向につきましてもですね、状況を見ながら支所と、支所と幹部と

協議しながら進めていきたいというふうに思ってございます。 

○委員（後藤 健） これも始まって１０年ぐらいなってるんで、この経済活性化対

策という部分ではもう、僕は大分しているというか、経済活性化という意味ではも

うほとんど効果を成してないと思うんですよね。そういった中で、これもちょっと

言い方あれですけども、本当、直したい人と大工さんのための事業みてったくなっ

てきているのが現状なのかなというふうに、こう思うわけすな、僕はすな。そうい

ったところからいけば、どっかで、まあ確かにこの８７億円ですか、工事費の合計

が。まあこれぐらい確かに事業費とあったんでしょうけれども、この中でどれぐら

い材料ですとか、そういったものも含めて、この大仙市に影響があるのかなという

のを、どっかでちょっと一回検討というか、検証することも必要なのかなと思うん

ですけども、その辺はどうですかね 

○委員長（石塚 柏） はい、讃岐課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 資材とかそういったものと、作業にかかる職人さんに

実際入ってくるのがどれくらいなるのかという、これ、なかなか試算するのはこう

難しくてですね、お金の額だけでしか比較できないのが、今のところ現状というか

ですね、この事業説明書の２の中段のところにこの、過去のこの表の中に金額もこ

う書いてますけれども、毎年こう同じくらいに推移してございます。これが減って
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くると、さすがに需要がなくなってきたので、縮小してもいいかなとも思うんです

が、今のところはまず人気もありまして、もう少し続けていく方向かと思っており

ますけれども。 

○委員（後藤 健） ニーズが高いのは僕も当然承知してますし、こういった行政の

サービスもやっぱり、続けちゃえばもう止めることができなくなると言いますか、

止める方がこうエネルギー使うのであって、だからやっぱり、どっかで事業の検証

をしっかりするときが必要と思うんですけど。これいつまでもこうダラダラと言え

ばちょっと言葉悪いんですけれども、ニーズあるから来年もやるかというぐらいの

事業の進め方だとすれば、ちょっと行政のサービスとして、僕はちょっと、いいや

り方ではないような気がするんで。きっちりしたこういった事業の目的があってや

るのであれば、ただニーズあるからというのであれば、そういう話をすれば、なん

でもかんでもやらないといけなくなってくる話だと思うんで、その辺はどっかでや

っぱりちょっと検証するときが必要だと思います。検証して下さい、してくれれば

一番いいんですけれども、そういったこともちょっと検討していただければなとい

うふうに思いますので。 

○委員長（石塚 柏） はい、大切なところですので。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） ご指摘のとおりだと思います。検証に向けてですね、

検討してまいりたいと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございます。 

ほかになにかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ、建築住宅課都所管の質疑を終結いたします。 

以上で、議案第４５号のうち、大仙市一般会計予算の建設部関係についての質疑

を終了いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、明日の水道局所管の審査終了後に行います。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

（「委員長」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、中村課長。 

○都市管理課長（中村 強） 先程の古谷議員からのご質問の、ゴルフ場のプレミア

ム券ことでよろしいでしょうか。 

○委員長（石塚 柏） はい、どうぞ。 

○都市管理課長（中村 強） はい。先程、古谷議員の方から、未使用の券はどれぐ

らいあるのかというご質問がございました。平成２９年度分で８,６５３枚売り上

げたうち、未使用の券が６５８枚、率にして７.６パーセント、金額にして２０３



 

   - 46 - 

 

万３,２２０円分が未使用であったということでございます。それと４００円のゴ

ルフ場利用税のことでございますけれども、私、先程、券を売り上げた時点で利用

税が掛かると認識していると申し上げたんですが、確認したところ、券を売っただ

けではなくて、それをもってプレーして初めて課税されるということでしたので、

訂正してお詫びいたします。申し訳ありません。 

○委員長（石塚 柏） 古谷委員、よろしいでしょうか。 

○委員（古谷武美） はい、いいですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、どうぞ。 

○委員（古谷武美） 今、金額聞いてちょっと驚いたというか、結構、未使用の分が

あるかなということなんだけども、それはそれでそっくり利益になるものですけれ

ども、例えばそれ、銭こ考えれば、ちょっと可哀想な部分があるんじゃないかなと。

これ、早く雪降ってだからだすべだども。例えば今年、去年のこの余った分を、今

年を、少し、それからさらに安くして。３千円で買ったんだけども、１,５００円

で売るとか、そういうことをしてやらせてもらえれば、もっとやれるかなと思うし、

それでレストランとか使ってもらえれば、来ていただいて、そっちでも収益が上が

るかなと思うんですけれども、そういう指導も当局の方からお願いできればなあと

思うんですけれども。 

○委員長（石塚 柏） はい、中村課長。 

○都市管理課長（中村 強） はい。今の古谷議員から言われたご意見を、出たとい

うことでお話しして、今後の検討の課題として検討していきたいと考えております。

以上です。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。 

○委員（古谷武美） はい、いいです。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第６２号、大仙市手数料条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。今道路河川課長。 

はい、今課長。 

○道路河川課長（今 和則） 議案第６２号、大仙市手数料条例の一部を改正する条

例の制定について、ご説明いたします。 

  資料は議案書の№５の１ページ。それから、Ａ３判資料、道路－４をお開き願い

ます。よろしいでしょうか。 

 本議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、地方自

治法第２２８条に規定する標準事務のうち、河川砂利に係る砂利採取計画の認可申
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請等審査手数料が平成３０年４月１日より改正されることに伴い、標準事務に該当

しない河川砂利以外の山、陸などに係る当該審査手数料を定めた本条例について、

県に準じて政令で定める手数料に合わせるため、所定の改正を行うものであります。 

 改正の内容は、砂利採取計画の認可申請に対する審査手数料１件につき、現行３

万７,７００円を３万３,９００円に、また、砂利採取計画変更の認可の申請に対す

る審査手数料１件につき、現行１万７千円を１万５千円に改正するもので、施行期

日は平成３０年４月１日とするものであります。 

 以上、議案第６２号、大仙市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご

説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

以上で、建設部関係の審査を終了いたします。 

  職員の入れ替えがありますので、暫時休憩いたします。 

 

（ 午後 １時４５分 休 憩 ） 

 

（ 午後 １時５７分 再 開 ） 

 

○委員長（石塚 柏） はい、それでは休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

審査に入る前に、あいさつをお願いいたします。進藤災害復旧事務所長。 

はい、所長。 

○災害復旧事務所長（進藤孝雄） まずもって本会議会期中のお忙しい中、委員会を

開催いただきまして、ありがとうございます。 
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  はじめに、２月１日に開設いたしました災害復旧事務所 復旧課がこの建設水道常

任委員会に出席するのは初めてですので、お手元に配布してございます職員名簿に

て紹介させていただきます。   

（進藤災害復旧事務所長から出席職員の紹介） 

○災害復旧事務所長（進藤孝雄） 現在、復旧課は西仙北庁舎２階で、任期付き職員

及び兼務職員を含む１４名で積算業務を中心に、３月末までこの体制で職務に取り

組んでまいりますので、よろしくお願いします。 

 さて、先日の議員説明会においてもご説明させていただいておりますが、現在の

災害事業の進捗状況は、公共土木施設は、道路・河川・橋梁事業につきましては予

定しております２９年度分、１４件３８カ所全てが発注又は公告中であります。 

  一方、農地・農業施設につきましては、一部県管理河川の工事の関連からして、

数件は３０年度の発注となる見込みであります。 

 いずれにいたしましても、災害復旧は時間との戦いであり、被災されました受益

者の皆様には一刻も早い工事着手、そして、少しでも多くの耕作地の確保を目指し

まして、事業を確実に執行してまいりますので、今後とも議員の皆様おかれまして

は、特段のご理解・ご協力をお願い申し上げ、あいさつといたします。以上です。 

○委員長（石塚 柏） ありがとうございました。 

 

○委員長（石塚 柏） それでは陳情第５号、陳情書（平成２９年７月豪雨災害につ

いて）を議題といたします。 

本件に関して、当局として参考になる意見がありましたら、お願いをいたします。

小松災害復旧事務所副所長。 

はい、副所長。 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） それでは陳情第５号等につきまし

て参考意見を述べさせていただきます。座って説明させていただきます。 

  本件につきましての参考資料といたしまして、前もってお手元にお配りしており

ます写真の付いた一枚ものをですね、これをご参考になりながらお聞き願いたいと

思います。 

  これは、この写真でありますが、被災した協和地区農地災害の１７カ所のうち、

陳情のありました落合地区の被災状況を示した、ピックアップした全景写真でござ

います。ご覧のとおり、奥山川という市管理の普通河川に囲まれたようなこの農地

なんですが、全面土砂に埋もれたような、こういう甚大な被災状況となっておりま

す。内容的には土砂あるいは礫等の堆積、又は一部耕土が流出したところもありま

す。 
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ほかの農地１６カ所も同様な状況でございまして、これについての陳情にありま

した内容につきましては、早期の説明会実施と地元負担額のさらなる軽減を求める

というものでございましたが、市といたしましては、この陳情に対応すべく、説明

会につきましては、陳情書が提出された１月１５日からあまり日をおかない１月２

５日に実施しております。 

  また、補助金のかさ上げ等につきましては、例年、通常災であれば農地が５０パ

ーセント、農業施設が６５パーセントの補助率でありますが、今回の災害が激甚災

に指定されたことに加えまして、補助金のかさ上げ申請をいたしました結果、農地

は９５パーセントの補助、農業施設につきましては９８.７パーセントまで増高とな

る見込みとなっております。 

  今後の事業展開につきましては、被害が甚大であることから、当地区のほとんど

の被災箇所の今年の作付けが困難な状況となっておりますが、関係者との連携を、

さらなる連携を図りながら、一刻も早い復旧に努めてまいります。以上でございま

す。 

○委員長（石塚 柏） はい、本件に関しての質疑・ご意見のある方は、お願いをい

たします。 

  はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） 私の勘違いだかもしれねえどもすよ、市長、災害なんぼあった

ったったら、２１～２２億円最初はあるって言わねがったかな。それで最終的に見

れば１７～１８億円だすべ、んでねが。それの差というのは査定があって、削られ

たもの入ってらったから、そうなったのか。これ、だから、議会で質問さねがった、

あのときよ。 

○委員長（石塚 柏） はい、所長。 

○災害復旧事務所長（進藤孝雄） はい。２１億円というのは、単独も含めての２１

億円でございます。それで、ここでやるのは１７１カ所、約１７億数千万。災害事

務所で担当しているもの。それで、外れたのが太田地域の真木線が約２,２００万、

それから公園が３カ所、それから中仙地域の農業施設と林道、これがうちの方から

外れています。それらをすべて足して、そのほか二千数百カ所の小規模災害がござ

います。これを足せば２１億というかたちになりますので、ご承知願いたいと思い

ます。 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） あと、そのほかに災害につきまし

ては、水道と下水道の部分も１カ所ずつあります。それを踏まえて、それも加えま

すと二十数億円になります。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） 住民さは、俺、「幾らぐらいあるんだ」て言うから、「２２億
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くらいあるど」て話したども、後で見て十何億。嘘こいで言ったのかなと思って、

それ勘違いしてよ。分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。なければ質疑を終結･･･。 

○委員（佐藤芳雄） はい、もう一つ。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤芳雄） あと、こんなにたくさんあって、業者の配分というのは、競争

はないと思うけども、競争、一応入札はなるっけって言うっけども、大丈夫という

か、状況はどうですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、進藤所長。 

○災害復旧事務所長（進藤孝雄） はい。今回の発注についてはロットを組む、例え

ば１カ所１発注ではなくて、１件６カ所、多ければ９カ所。そのようなかたちで、

それによって、少し等級は変わってますけれども、結果、Ａ級が２６社に対して約

二十数件。Ｂ級が１７社なんですけれども、それについても十何件。それからＣ級

が２０社以上ありますけれども、それも約２０件とか。そういうかたちで、入札不

調を防ぐようなかたちで、発注形態をとってございます。そして現在、昨年末につ

いてＣ級案件なんですけれども、やはり入札不調がございました。けれども復旧課

になりまして発注した段階では、今のところは入札不調というのはございません。

以上です。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかにいないでしょうか。はい、橋本委員。 

○委員（橋本五郎） 莫大な、やはり事業量、工事箇所ということで、農家の人方も

「なんとか春の農作業に間に合うように」というような切実な気持ちは持っている

と思います。そういうことで、どれから手を付けたらいいのか。やはり、その優先

順位というのを間違わないで。なので、協和はやはり、被災者の生活に関わるよう

なことから先にこう手を付けて、やっていただきたいと。また、今、先ほど佐藤さ

んから、業者の話も出たんですけれども、やはり大なり小なり、やはり業者もこん

だけかき集めてよ。やっぱり、往々にして今度は落ちるのは、そういうこと出てく

ると思う。やはり、市長もそういう、心配してるんですな。だからやはり、大なり

小なり、大きい業者でも、やはり指名されて、入札して取ったら、やはり責任を持

って最後までいったり、執行していただきたいということを切にお願いをして終わ

ります。 

○委員長（石塚 柏） はい、進藤所長。 

○災害復旧事務所長（進藤孝雄） はい。今、橋本議員が仰られたこと、正にそのと

おりでございまして、うちの方の発注につきましても、１月の段階で既に優先順位

は決まってございまして、一番大事なのが揚水の確保、これが一番であります。そ

れで、揚水関係につきましては、既に発注してございます。一番大きいのが９５キ
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ロという高圧受電盤を使うようなものなんですけれども、これの耕作面積が約８０

ヘクタールあります。次に大きいのが４０キロタイプの揚水機。これは低圧ポンプ

というもの、ここで４０ヘクタールの面積になります。まず、そういうものを先に

発注して、もう既に入札・落札と、もう工事着手、製作に入ってございます。そし

て次に必要なのが、それを溜めておく、揚水を溜めるため池ですね。これについて

もさっき言いましたように、大型ロットの中にございまして、優先順位としては、

まず、ため池を先に。そして農地、そして排水路ということで、工期は、排水路は

これ１０月でないとできませんので、工期は１０月ごろから。そういうかたちで体

制を組んで取り組んでおりますので、よろしくお願いします。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） この今、落合地区の災害のことですけども、当然これ、復旧さ

れるんだべがら、自己負担、かなりこれもかさ上げしてもらってるんですけども、

自己負担あるということで、あるんです。でよ、それについて、今回さらに軽減の

措置について、特段のご配慮をいただきたいという要望のようですけども、まず、

とにかく大変だと思います。それで、ここをやったことによって、ここ以外にも、

やっぱりほら、（マイクシステム不調のため、聞き取り不可能）そんた状況につい

てはかなりありますか。 

○委員長（石塚 柏） はい、小松副所長 

○災害復旧事務所副所長兼復旧課長（小松春一） 先程の説明でも若干申し上げまし

たが、補助率については農地、ここは、この写真見れば農地なんですが、９５.３

パーセント、それから農業施設が９８.７パーセント。従いまして、関係者の農家

さんの負担率は農地は１.２パーセント、農業施設は０.３パーセント。これは全体

の補助部分、補助率になります。そうは申しましたが、この写真を見ると、そこの

中にも書いてありますが、１,１５５万３千円の、これ査定金額なんですが、この

率にかけますと、この場合は個人負担が１３万８千円となってしまい、安くはない。

これも頑張ってここまでかさ上げはしたものの、このような負担が伴うという結果

が今は出ております。 

○委員長（石塚 柏） はい、進藤所長。 

○復旧事務所長（進藤孝雄） はい。ちょっと追加的なあれなんですけれども、今、

課長が仰られたのは工事費ベース負担ということで、農地・農業施設につきまして

は、９５.３、９８.７ということなんですけれども、その残りの分については、市

が残りの分は、残ったものが、７５パーセントが、さらに市が負担する。そして残

りの２５は事業者負担ということになります。それで、これはあくまでも工事費ベ

ースです。そして、災害査定に及んだ査定設計書、これについては国が５０、農地

ですね、国が５０、施設が４０。残りが、市が７５、地元の受益者が２５パーセン
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トとなるものです。さらに発注にあたっての実施設計なんですけれども、それにつ

いては国庫補助対象から外れます。これについては市が７５、受益者が２５パーセ

ントというような負担は、これは一律そういう負担でいかなければ、ちょっと陳情

者の関係で、ここだけ補助率を高くするという、それはちょっとできませんので、

そこはご了承願います。 

○委員長（石塚 柏） 佐藤委員、よろしいでしょうか。 

○委員（佐藤育男） はい。 

○委員長（石塚 柏） ほかにございませんか。はい、古谷委員。 

○委員（古谷武美） この写真なんですけども、写真で、これ、この状態は１０月ま

でかかる。この状態、これを直すには。 

○委員長（石塚 柏） はい、進藤所長。 

○復旧事務所長（進藤孝雄） はい。まずは、ここに田んぼの面積０.４７ヘクター

ルとありますけれども、この落合漆原地区というのは全体で約２ヘクタールくらい

ございます。それで、県がもう既に河川の方、着工して現地入ってます。うちの方

もまもなく発注、公告縦覧やりまして、そこについては現場に入り込むというかた

ちになります。それで、すべからく復旧するというのは、多分困難だと思いますの

で、少し遅れると思います。それともう一点が、この奥山川なんですけれども、あ

る地域においては橋梁が崩落しましたので、その橋がないと渡れないという農地が

ございます。そういう、その先は生きている農地がございますので、そこについて

は大型コルゲート管を用いまして、それを敷き詰めて、その上を通過していただい

て耕作していくと。いくらでも農地を生かすためには、そういう努力をしていると

いうのが今の現状です。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。いかがですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ質疑を終結いたします。 

  これより採決いたします。本件は、採択することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、採択すべきものと決しました。 

  ここで本職より、４人の幹部の皆様にお願いを申し上げたいと思います。非常に

もう膨大な事業があって、行政の皆さんもものすごく大変だということであります。

それで、労働災害、別の方の災害起きたんじゃ、もう漫画になっちゃうので。それ

から土砂の運搬がほとんどということなんで、交通災害の方も、是非４人で目を光

らせて、無事５年後には「立派なものできた」いうふうになるように、よろしくお

願いしたいと思います。 

 以上で、本陳情の審査は終了しました。 
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この際、お諮りいたします。採択した陳情第５号、陳情書（平成２９年７月豪雨

災害について）は執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を請求したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、そのように決しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

本日はこれをもって散会し、明日９日、午前１０時から、第２日目を開会いたし

ます。 

大変、ご苦労さまでした。 

 

午後２時１６分 閉  会 
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平成３０年第１回大仙市議会定例会 建設水道常任委員会 会議録 

 

日 時：平成３０年３月９日（金曜日） 午後０時５８分～午後２時５５分 

 

会 場：大曲庁舎 第３委員会室 

 

出席委員（７人） 

委員長   ７番 石 塚   柏    副委員長   ３番 三 浦 常 男 

 委 員  １４番 後 藤   健    委 員  １５番 佐 藤 育 男 

 委 員  １６番 古 谷 武 美    委 員  １８番 佐 藤 芳 雄 

 委 員  ２０番 橋 本 五 郎 

 

欠席委員（０人） 

 

遅刻委員（０人） 

早退委員（１人） 

 委 員  １５番 佐 藤 芳 雄 

 

説明のため出席した者  

建設部長     古 屋 利 彦    道路河川課長   今   和 則 

用地対策課長   伊 藤 滋 泰    都市管理課長   中 村   強 

 建築住宅課長   讃 岐 敬 司 

上下水道部長・水道局長 髙 階   仁    上下水道部水道課長・水道局上水道課長 佐々木 廣 美 

上下水道部下水道課長 五十嵐 直 樹    水道局上水道課参事 田 畑 睦 子 

神岡支所農林建設課長 岩 根 浩 幸    西仙北支所農林建設課長 田 村 一 彦 

中仙支所農林建設課長 斎 藤 秋 彦    協和支所農林建設課長 稲 葉 久 則 

南外支所農林建設課長 渡 部 幸 誠    仙北支所農林建設課長 進 藤 一 好 

太田支所農林建設課長 野 中 正 幸 

 

議会事務局職員出席 

主 幹    冨 樫 康 隆 
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審査議案等 

第１  議案第２８号 大仙市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の制 

定について 

第２  議案第３２号 平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計への繰入額の変 

更について 

第３  議案第３３号 平成２９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計へ 

の繰入額の変更について 

第４  議案第３４号 平成２９年度大仙市農業集落排水事業特別会計への繰入額の 

変更について 

第５  議案第３６号 平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第１４号） 

第６  議案第３９号 平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第３ 

号） 

第７  議案第４０号 平成２９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補 

正予算（第５号） 

第８  議案第４１号 平成２９年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

３号） 

第９  議案第４３号 平成２９年度大仙市上水道事業会計補正予算（第２号） 

第１０ 議案第４４号 平成２９年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第５号） 

第１１ 議案第４５号 平成３０年度大仙市一般会計予算 

第１２ 議案第５９号 平成３０年度大仙市上水道事業会計予算 

第１３ 議案第６０号 平成３０年度大仙市簡易水道事業会計予算 

第１４ 議案第６１号 平成３０年度大仙市下水道事業会計予算 

第１５ 閉会中の継続審査（調査）の申し出にかかる事件について 

 

午後０時５８分 開  会 

 

○委員長（石塚 柏） それでは時間になりましたので、よろしくお願いします。 

昨日の委員会審査、大変お疲れさまでした。本日も、よろしくお願いをいたしま

す。 

なんか大変読みやすい資料を作っていただきまして。局長が良ければ、資料も良

くなるのかなと思ったりしております。 

それでは当委員会に付託されました事件について、別紙日程表のとおり審査いた
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しますので、よろしくお願いいたします。 

なお、一般会計・各下水道事業特別会計補正予算、一般会計・各企業会計当初予

算につきましては、説明・質疑まで行い、討論・表決につきましては、水道局の審

査終了後に一括で行うことといたします。 

また、正確な会議録の作成のために、発言をする際には、委員長の許可を得たあ

と、マイクのスイッチを入れてからお願いをいたします。 

 

○委員長（石塚 柏） それでは審査に入ります前に、あいさつをお願いいたします。

髙階上下水道部長。 

はい、部長。 

○上下水道部長・水道局長（髙階 仁） 本日はご審議を賜りまして、誠にありがと

うございます。 

はじめに、このたびの水道及び下水道量水器に係る不適切な事務処理につきまし

ては、市民の皆様の信頼を著しく失墜させた事案であり、ここに改めて議員各位並

びに市民の皆様に心から深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。

不適切な状態であった１１３個の量水器は、明日３月１０日までに全て交換を終了

し、返還する料金については３月２６日に皆様の口座に振り込む予定としておりま

す。 

さて、今次定例会の委員会に審査をお願いいたします上下水道部及び水道局の案

件でございますが、上下水道局の設置に係る大仙市上下水道事業管理者の給与及び

旅費に関する条例の制定についてに係る条例案１件と、２９年度の各下水道特別会

計及び上水道会計、簡易水道会計における事業費の実績に伴う補正、及びこれらに

伴う一般会計からの繰入額の変更に係る単行案などのほか、３０年度の上下水道局

に係る当初予算案について、ご審議をお願いするものでございます。 

３０年度の当初予算でありますけども、はじめに下水道事業会計は、来年度より

地方公営企業法の全部を適用し、企業会計方式を導入いたします。それにより、こ

れまでの四つの下水道事業特別会計を一本化した会計となっております。予算総額

は５７億６,２３７万９千円であり、現金支出を伴わない費用である減価償却費など

が計上されたことにより、前年度の４特別会計合算額と比較し、１８億６,６２６万

８千円の増額となっております。 

次に３０年度に支出を予定している上水道事業全体の歳出は、宇津台浄水場更新

事業における年割の変更予定などにより、前年度に比較しますと予算額は１０億１,
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８１５万８千円減の１８億２,２９０万３千円となっております。また、簡易水道事

業でございますけども、全体の歳出は前年度並みの２１億８,２９３万６千円となっ

ております。 

最後に、上下水道局が所管する各事業会計については、業務のさらなる効率化や

接続率・水洗化率の向上が共通の課題となっており、改善に向け、引き続き、加入

の促進に努めてまいりたいと考えております。 

各議案の詳細につきましては各課長がご説明いたしますので、よろしくご審議の

上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げまして、あいさつとさせていただ

きます。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございました。 

 

○委員長（石塚 柏） それでは早速、審査に入ります。 

はじめに議案第３２号、平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計への繰入額

の変更についてから、議案第３４号、平成２９年度大仙市農業集落排水事業特別会

計への繰入額の変更についてまでの３件は下水道課が所管し、関連がありますので、

会議規則第９６条の規定により一括議題といたしますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本３件を一括議題といたします。 

  当局の説明を求めます。五十嵐下水道課長。 

はい、課長。 

○下水道課長（五十嵐直樹） 議案書の５８ページをお願いいたします。 

  議案第３２号、平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計への繰入額の変更に

ついて、ご説明いたします。 

本案は、大仙市公共下水道事業特別会計における事業費に係る経費として、一般

会計からの繰入額を７億５,９８９万１千円以内から、３,２６８万２千円増額し、

７億９,２５７万３千円以内に改めることについて、地方財政法第６条の規定に基づ

き、議会の議決をお願いするものであります。繰入金の増額は、国からの防災・安

全交付金の追加内示に伴う事業費の増額で、雨水管理総合計画策定経費でございま

す。 

昨年７月の豪雨による浸水被害対策と、長期債元金償還金の繰上償還に伴うもの

でございます。 
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  次に議案書の５９ページをお願いいたします。 

  議案第３３号、平成２９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計への繰

入額の変更について、ご説明いたします。 

本案は、大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計における起債償還に係る経

費として、一般会計からの繰入額を４億５,１６５万７千円以内から、７２０万８千

円増額し、４億５,８８６万５千円以内に改めることについて、地方財政法第６条の

規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 

繰入額の増額は、長期債元金償還金の繰上償還に伴うものでございます。 

  次に議案書の６０ページをお願いいたします。 

  議案第３４号、平成２９年度大仙市農業集落排水事業特別会計への繰入額の変更

について、ご説明いたします。 

本案は、大仙市農業集落排水事業特別会計における起債償還に係る経費として、

一般会計からの繰入額を８億９,９８４万円以内から、１,５８８万７千円増額し、

９億１,５７２万７千円以内に改めることについて、地方財政法第６条の規定に基づ

き、議会の議決をお願いするものであります。 

   繰入額の増額は、長期債元金償還金の繰上償還と基金預金利子に係る農業集落排

水事業債償還基金積立金に伴うものでございます。 

以上、議案第３２号、議案第３３号及び議案第３４号につきましてご説明申し上

げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なしと認めます。 

これより採決いたします。本３件は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本３件は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 
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○委員長（石塚 柏） 次に議案第３６号、平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第

１４号）のうち、上下水道部関係の予算について議題といたします。 

当局の説明を求めます。五十嵐下水道課長。 

はい、課長。 

○下水道課長（五十嵐直樹） 議案第３６号、平成２９年度大仙市一般会計補正予算

（第１４号）のうち、下水道課所管分につきまして、ご説明申し上げます。 

  資料№３の３月補正予算書の１３ページをお願いいたします。 

最初に歳入の補正で、１４款 国庫支出金、２項３目 衛生費国庫補助金は、浄化

槽設置整備事業費補助金で予定しておりました設置数の減による補正でございます。

７８１万５千円の減額補正でございます。 

  続いて１４ページをお願いいたします。 

同じく１５款 県支出金、２項３目 衛生費県補助金は、浄化槽設置整備事業費補

助金で予定していた設置数の減による補正で、同じく７８１万５千円の減額補正で

ございます。 

次に歳出の補正です。 

２２ページをお願いいたします。 

４款１項７目６１事業、浄化槽設置整備事業費補助金は２,６１８万２千円の減額

補正でございます。 

減額の理由は、当初予定しておりました１６０基が実績で１１５基になり、４５

基の減のためでございます。 

次に特別会計への繰出金の補正でございます。 

２３ページをお願いいたします。 

６款１項５目９０事業、農業集落排水事業特別会計繰出金は１,７３０万６千円の

増額補正でございます。 

続いて２５ページをお願いいたします。 

８款 土木費、６項１目９０事業 公共下水道事業特別会計繰出金は３,２６８万２

千円の増額補正でございます。 

同じく９１事業 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金は７２０万８千円

の増額補正であります。 

以上、議案第３６号、一般会計のうち、下水道課所管分につきましてご説明申し

上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございます。 
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  当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ質疑を終結いたします。 

  以上で、議案第３６号のうち、上下水道部関係についての質疑を終了いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、水道局所管の審査終了後に行います。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第３９号、平成２９年度大仙市公共下水道事業特別

会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

当局の説明を求めます。五十嵐下水道課長。 

はい、課長。 

○下水道課長（五十嵐直樹） 議案第３９号、平成２９年度大仙市公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号）につきまして、ご説明申し上げます。 

資料№３、補正予算書の[３月補正]の５９ページをお願いいたします。  

  今回の補正は、国からの防災・安全交付金の追加内示により、昨年の７月の豪雨

による浸水被害の対策として、雨水管理総合計画策定業務委託、長期債元金償還金

の繰上償還をお願いするもので、歳入歳出の総額にそれぞれ５,６３８万２千円を追

加し、歳入歳出の総額をそれぞれ１８億７,９８５万７千円とするものでございます。 

６２ページをお願いいたします。 

繰越明許費につきましては、防災・安全交付金の追加内示が平成３０年２月１日

にあり、雨水管理総合計画策定事業の補助分４,３００万円、単独分１００万円がそ

れぞれ公共下水道事業費の繰越とするものでございます。 

  流域下水道事業費は、県が実施しておりますストックマネジメントと長寿命化計

画が重複することから、整合性を図るため、６６万７千円の繰越明許費の設定をお

願いするものでございます。 

次に６５ページの事項別明細書をお願いいたします。 

歳入の補正です。 

２款１項１目、下水道使用料は２２０万円を追加し、補正後の額を３億１,９９６

万円とするものでございます。 

３款１項１目、下水道事業費国庫補助金は２,１５０万円を追加し、補正後の額を

２億５２０万２千円とするものでございます。 
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４款１項１目、一般会計繰入金は３,２６８万２千円を追加し、補正後の額を７億

９,２５７万３千円とするものでございます。 

次に６６ページをお願いいたします。 

歳出の補正です。 

１款１項１目、下水道維持管理費は２２０万円を追加し、補正後の額を３億１,

７５８万７千円とするものでございます。 

流域下水道の流入実績により、流域下水道維持管理費負担金の増額をお願いする

ものでございます。 

次に６７ページをお願いします。 

２款１項１目１０事業、公共下水道事業費（補助分）ですが、４,３００万円を追

加し、補正後の額を４億８７６万円とするものであります。 

資料№３－１の主な事業の説明書の３２ページをお願いします。併せましてＡ３

横の下水－１の資料をお願いいたします。 

事業説明書です。 

公共下水道事業費（補助分）は補正額４,３００万円で、財源は国庫支出金２,１

５０万円、一般財源２,１５０万円となっております。 

補正の内容は、大曲処理区内については都市部の形態が大きく変化し、雨水の集

水量の把握が困難になっております。平成２９年７月の梅雨前線豪雨により、市街

地の多くの場所で浸水被害が発生したことから、国の防災・安全交付金の追加補正

を受けまして、雨水管理総合計画を策定するものでございます。今後のスケジュー

ルですが、平成３０年度から３１年度に雨水管理総合計画を策定し、３２年度に対

策工事の実施設計、平成３３年度から対策工事の計画でございます。   

Ａ３横の資料の１ページをお願いいたします。 

ここには雨水計画策定についてまとめた資料を載せてございます。 

１の目的です。今まではポンプによる強制排水をしてきましたが、浸水被害が発

生したことを受け、早急に浸水対策を行わなくてはなりません。そういうことで、

浸水被害の頻発している部分から早急に対策を行うため、全体計画の見直し、雨水

管理総合計画を策定し、既存ストックを有効活用しながら、総合的な浸水対策を進

めることでございます。 

  ２の雨水全体計画の見直しでありますが、大仙市の雨水計画は昭和５７年度に全

体計画を策定して以降、事業着手しておらず、３５年経過してございます。雨水整

備については、当時緊急性の高かった地区を対象に、都市下水路５路線やポンプに



 

   - 63 - 

 

よる強制排水で整備してまいりましたが、公共下水道の雨水計画と排水エリアが異

なっておりました。このことから、現状の降雨、排水エリア、地形状況の見直しを

行うものでございます。 

３の雨水管理総合計画でありますが、平成２７年度に下水道法を含む水防法等の

一部を改正する法律が公布されまして、ソフト・ハード両面からの水害対策を強化

する制度が改正されております。 

次に４の効果ですが、浸水対策を実施すべき区域を明確化し、集中的に対策を実

施し、既存施設を有効に活用し、経済的で早期に事業を推進するものでございます。

また、住民等への情報提供や協力などを考慮した浸水被害の最小化の取り組みを策

定し、効率的で効果的な浸水対策を図ることができます。 

資料の右側には、５の調査・検討作業内容、６には策定スケジュールを載せてお

りますので、ご参照願いたいと思います。 

以上、議案第３９号、平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りま

すようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、ありがとうございます。 

  当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） この雨水計画、俺、ちょっとあんまりこれ中身よく分かんなく

てあれなんですけども、これ公共下水道の地区、この大曲・神岡・西仙北以外の、

農集とかそういった地区の方って、こういった計画って必要なのかどうなのか、あ

るのかどうなのかっていうところを、ちょっと教えてもらえれば。 

○委員長（石塚 柏） はい、五十嵐課長。 

○下水道課長（五十嵐直樹） 今回のこの雨水対策の計画ですけれども、公共下水道

区域に限った計画でございます。大仙市で公共のエリアといいますと、神岡の一部

と、それから西仙の一部も公共下水道のエリアに入っているわけですけれども、今

回、集中的にまず大曲の浸水被害が断トツに、降水的にも多かったということで、

西仙についても一部氾濫した部分がございましたが、原因として堤防の整備が追い

つかなかったということで、それが原因だということで、大曲みたいに内水的な被

害ではないということなので、とりあえず、まず今回は公共下水道の補助制度を利

用して、浸水被害の一番大きかった大曲の中心に計画を立てたいと思っております。 
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○委員長（石塚 柏） はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） そうすれば、これは雨水が溜まりやすい市街地を対象にした計

画であって、ほかの地区はまず、計画そのものがまず必要ないという考えでいいあ

んだすかな。 

○委員長（石塚 柏） はい、五十嵐課長。 

○下水道課長（五十嵐直樹） 現段階においては、先程も申し上げたように、神岡・

西仙も想定されるわけですけれども、旧大曲について集中的に対策を講じていきた

いと考えております。 

○委員（後藤 健） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかにございませんか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） 雨水計画策定について、今後のスケジュールということでさっ

き説明ありましたが、対策工事施工、ちょっと私も見えないところありますが、例

えばなんた施工が予定されてるもんだすか。予算、工事というか。 

○委員長（石塚 柏） はい、五十嵐課長。 

○下水道課長（五十嵐直樹） 詳しくはこの委託業務で作成していただくことになる

んですけれども、既存の、なんと言いますか、ポンプを利用して強制排除している

部分もあるんですけれども、そういう流量計算をした上でポンプの増設、あるいは

内水路の断面の拡幅など、あと、これから調査すればいろいろな、なんと言います

か、工事が出てくるかと思いますけども、主にポンプの増設化と、断面の拡幅によ

る市街地への、なんと言いますか、溢れた水が出ないような方向にしていかなけれ

ばならないと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、それでよろしいでしょうか。 

○委員（佐藤育男） はい。 

○委員長（石塚 柏） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ質疑を終結いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、水道局所管の審査終了後に行います。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４０号、平成２９年度大仙市特定環境保全公共下

水道事業特別会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  当局の説明を求めます。五十嵐下水道課長。 

はい、課長。 
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○下水道課長（五十嵐直樹） 議案第４０号、平成２９年度大仙市特定環境保全公共

下水道事業特別会計補正予算（第５号）につきまして、ご説明申し上げます。 

資料№３、補正予算書の６９ページをお願いいたします。  

今回の補正は、長期債元金償還金の繰上償還をお願いするもので、歳入歳出の総

額にそれぞれ７２０万８千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ８億５,４４３万

２千円とするものであります。 

７２ページをお願いいたします。 

繰越明許費につきましては、特定環境保全公共下水道費（補助・単独分）として、

強首浄化センターの長寿命化事業の実施設計の完了日が１０月１０日で、受注生産

の機械設備に不測の日数を要するため、補助分３,３４７万円、単独分６１４万６千

円、災害復旧費として、協和中央浄化センターの災害復旧事業が長寿命化事業との

調整で不測の日数を要するため、補助分２,０４０万円、単独分４３１万１千円の繰

越明許費の設定をお願いするものでございます。 

次に７５ページの事項別明細書をお願いします。 

歳入の補正でございます。 

４款 繰入金、１項１目 一般会計繰入金は７２０万８千円を追加し、補正後の額

を４億５,８８６万５千円とするものであります。 

次に７６ページをお願いいたします。 

歳出の補正です。 

３款 公債費、１項１目９０事業 長期債元金償還金は７２０万８千円を追加し、

補正後の額を４億２１３万円１千円とするものであります。 

  以上、議案第４０号、平成２９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計

 補正予算（第５号）につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、

 ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、それでは当局の説明が終了いたしました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ質疑を終結いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、水道局所管の審査終了後に行います。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４１号、平成２９年度大仙市農業集落排水事業特

別会計補正予算（第３号）を議題といたします。 
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  当局の説明を求めます。五十嵐下水道課長。 

はい、課長。 

○下水道課長（五十嵐直樹） 議案第４１号、平成２９年度大仙市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第３号）につきまして、ご説明申し上げます。 

資料№３、補正予算書の７７ページをお願いします。  

今回の補正は、長期債元金償還金の繰上償還と基金預金利子に係る農業集落排水

事業債償還基金積立金をお願いするもので、歳入歳出の総額にそれぞれ１,７３１万

円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ１４億４,４６４万６千円とするものであり

ます。 

８２ページの事項別明細書をお願いします。 

歳入の補正であります。 

３款 財産収入、１項１目 利子及び配当金は、農業集落排水事業債償還基金利子

の額の確定に伴い４千円を追加し、補正後の額を５千円とするものであります。 

４款 繰入金、１項１目 一般会計繰入金は１,７３０万６千円を追加し、補正後の

額を９億１,５７２万７千円とするものであります。 

次に８３ページをお願いします。 

歳出の補正です。 

１款 総務費、１項１目 農業集落排水事業債償還基金積立金は４千円を追加し、

補正後の額を５千円とするものであります。 

次に８４ページをお願いします。 

３款 公債費、１項１目９０事業 長期債元金償還金は１,７３０万６千円を追加し、

補正後の額を８億２,７３８万１千円とするものであります。    

 以上、議案第４１号、平成２９年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ質疑を終結いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、水道局所管の審査終了後に行います。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４５号、平成３０年度大仙市一般会計予算のうち、
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上下水道部関係の予算について議題といたします。 

 はじめに、水道課所管の説明を求めます。佐々木水道課長。 

はい、課長。 

○水道課長（佐々木廣美） 議案第４５号、平成３０年度大仙市一般会計予算のうち、

上下水道部水道課に係る予算についてご説明申し上げます。 

資料№４、予算書の８１ページの下段をご覧願います。 

はじめに、４款 衛生費、３項１目 簡易水道費、９０事業 簡易水道事業会計繰出

金につきましては、対前年度比２千万円減の４億４千万円を計上しております。 こ

れは、簡易水道事業会計における収支不足分を、一般会計から補填するものでござ

います。 

次に、４項１目 上水道費、９０事業 上水道事業会計繰出金は、平成２９年度と

同額の７７３万４千円でございます。 

これは、簡易水道施設整備事業で整備した仙北南地区が平成１９年度から大曲地

域の上水道に編入されたことに伴い、上水道事業会計において同事業の起債元金及

び利子を償還していることから、それに対する繰出基準に基づく繰出金でございま

す。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（石塚 柏） 次に、下水道課所管の説明を求めます。五十嵐下水道課長。 

はい、課長。 

○下水道課長（五十嵐直樹） 議案第４５号、平成３０年度大仙市一般会計予算のう

ち、下水道課所管分につきまして、ご説明申し上げます。 

 一般会計予算につきましては、下水道事業会計への繰出金でございます。 

資料№４、大仙市一般会計予算書の７９ページをお願いいたします。 

４款 衛生費、１項７目９０事業 下水道事業会計繰出金（特定地域生活排水処理

事業分）は、市が運営している市町村設置型浄化槽事業への繰出金で、前年比１０

５万円増の９５７万２千円であります。 
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次に８８ページをお願いいたします。 

６款 農林水産業費、１項５目９０事業 下水道事業会計繰出金（農業集落排水事

業分）は、前年比１,０６２万７千円減の８億８,３１４万１千円でございます。 

 次に１０１ページをお願いいたします。 

８款 土木費、６項１目９０事業 下水道事業会計繰出金（公共下水道事業分）、

前年比５,３５３万９千円増の７億９,１８５万２千円でございます。 

  同じく９１事業 下水道事業会計繰出金（特定環境保全公共下水道事業分）、これ

は前年比２,４５５万９千円減の４億２,６０８万９千円でございます。 

 四つ合わせますと、前年比１,９４０万３千円増の２１億１,０６５万４千円でご

ざいます。 

  以上、議案第４５号のうち、下水道課所管分についてご説明申し上げましたが、

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ質疑を終結いたします。 

  以上で、議案第４５号のうち、上下水道部関係の質疑を終了いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、水道局所管の審査終了後に行います。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に、水道局関係の審査を行います。 

はじめに議案第２９号、大仙市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例

の制定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐々木上水道課長。 

はい、課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 議案第２９号、大仙市上下水道事業管理者の給与及び

旅費に関する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。 

 資料№１、お願いいたします。議案書の５０ページ及び５１ページをご覧願いま

す。 

公共下水道事業をはじめとする下水道関連４事業については、平成３０年度より

地方公営企業法の全部を適用し、公営企業会計へ移行することとしてございます。 

水道事業及び簡易水道事業に下水道事業が加わり、上下水道事業を公営企業会計

で運営することになりますが、これに合わせまして、常勤特別職の上下水道事業管
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理者を置くこととし、当管理者の給与及び旅費に関して必要な事項を条例規定する

ものでございます。平成３０年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４３号、平成２９年度大仙市上水道事業会計補正

予算（第２号）を議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐々木上水道課長。 

はい、課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 議案第４３号、平成２９年度大仙市上水道事業会計補

正予算（第２号）につきまして、ご説明申し上げます。 

 資料№３、補正予算書の９３ページをお願いいたします。 

今回の補正につきましては、予算の組み替え等による収益的収入の減額及び収益

的支出の増額補正、上水道事業の実績見込みに伴いまして、資本的収入及び支出の

減額補正、また、継続費に係る年割額の補正をお願いするものでございます。 

 第２条は、収益的収入及び支出の補正です。 

収入の第１款 上水道事業収益、第１項 営業収益の他会計負担金から、第２項 

営業外収益の他会計補助金への予算の組み替え２４７万１千円、事業の実績に伴っ

て営業外収益における消費税及び地方消費税還付金を５,０５０万２千円減額し、補

正後の上水道事業収益を８億７,８０４万５千円とするものでございます。 
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支出の第１款 上水道事業費用、第２項 営業外費用において、決算見込みの精査

により、消費税及び地方消費税が当初見込みより増となるため補正するものでござ

います。特に大曲上水道宇津台浄水場更新事業における歳出の仮払い消費税が、大

幅に減ったことによります。営業外費用を２,４０５万４千円増額し、補正後の上水

道事業費用を６億８,３０５万１千円とするものでございます。 

 ９４ページをお願いいたします。 

  第３条は、資本的収入及び支出の補正でございます。 

収入の第 1 款 資本的収入ですが、建設改良費の減額により企業債の借入が不用と

なったことから、予算額１２億円の全額を減額するものです。 

支出の第 1 款 資本的支出ですが、大曲上水道宇津台浄水場更新事業において、現

在の進捗率がおもわしくなく、当初予定していた工程が約７カ月遅れてございます。

この要因といたしまして、一つ目は、現場発生土の受入先の確保・調整に苦慮した

ことです。二つ目は、水害発生により、一時的に工事を休止したことです。三つ目

は、地震発生により、躯体施工に係る影響調査に時間を要したことでございます。

四つ目は、土木・建築工事の遅れによりまして、機械・電気設備の製造を遅らせて

いること、などが挙げられます。これによりまして、今年度の実績見込みを精査し

た結果、工事請負費を１６億３,１８５万９千円減額するものでございます。 

また、平成３０年度より、上下水道局の新設とともにお客様センターが開設され、

民間業者の職員１３名が新たに常勤となります。事務室が手狭になることから、市

役所庁舎中庭棟の２階部分を取得し、中庭棟全体を上下水道局庁舎として活用する

ため、資産取得費９９６万９千円を計上してございます。第１項 建設改良費につい

て合わせて１６億３,１８５万９千円減額し、補正後の資本的支出を５億４,８１８

万５千円とするものでございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出に額に対し不足する額５億１,９３０万５千円は、

過年度分損益勘定留保資金２億８,８８６万７千円、減債積立金１億円、建設改良積

立金１億円、及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３,０４３万８千

円で補填するものでございます。 

 続きまして、９５ページをお願いいたします。 

第４条は、継続費の年割額の補正です。 

大曲上水道宇津台浄水場更新事業に係る継続費の設定期間延長に伴う、年割額の

変更であります。期間を１年延長した平成３１年度とし、年割額につきましては記

載のとおりでございます。 
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 第５条は、企業債の補正でございます。 

 今年度の企業債の借入が不用となったことから、全額を減額するものでございま

す。 

 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） はい。もしかすれば、ちょっと説明、前にも受けたかもわかん

ねえすけども、この第４条の年割額の変更の要因ってなんででしたっけ。 

○委員長（石塚 柏） はい、課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 宇津台浄水場の更新事業の当初予定した工期が約７カ

月程遅れたため、それの金額でございます。 

○委員（後藤 健） はい、分かりました。 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤育男） それはまあ工事遅れて、施設関係も遅れてるいうようなことの

話ですが、これ遅れたことによって、仕様なんかは全然変わらない、当初の計画ど

おりでいっていってるわけですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐々木課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 議員仰るとおり、仕様も金額もほぼ変わらないで進行

していきたいと考えております。 

○委員（佐藤育男） 金額も。 

○上水道課長（佐々木廣美） はい。 

○委員（佐藤育男） 例えば年度変わったために、単価更正したっけ、なんぼか上が

ったとかなんていうことは発生しないということですか、へば。 

○上水道課長（佐々木廣美） 若干の精算の部分で、最終年度には若干変更あると思

いますけれども、今のところは考えてございませんので。 

○委員（佐藤育男） ああ、んだすか、分かりました。と言うことは、これで見れば

２９年に施設やるやつが、３１年に施設なるようですけども、このズレの、２年間

のズレの単価の違いというのは、へば、発生してこないというふうに思ってもいい

ことだすな。 

○上水道課長（佐々木廣美） はい、そのように考えてございます。 
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○委員（佐藤育男） はい、分かりました 

○委員長（石塚 柏） はい、ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４４号、平成２９年度大仙市簡易道事業会計補正

予算（第５号）を議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐々木上水道課長。 

はい、課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 議案第４４号、平成２９年度大仙市簡易水道事業会計

補正予算（第５号）ついて、ご説明申し上げます。 

資料№３、補正予算書の１０７ページをお願いいたします。 

今回の補正につきましては、予算の組み替えによる収益的収入の補正及び実績見

込みに伴う収益的支出の減額補正、簡易水道事業の実績見込みに伴いまして、資本

的収入及び支出の減額補正をお願いするものでございます。 

第２条は、収益的収入及び支出の補正でございます。 

収入の第１款 簡易水道事業収益において、第１項 営業収益の他会計負担金から、

第２項 営業外収益の他会計補助金への予算の組み替え２億２,５４０万円でありま

す。 

支出の第１款 簡易水道事業費用、第２項 営業外費用において、利率の確定に伴

い企業債利息を５４０万２千円減額し、補正後の簡易水道事業費用を１２億４,６１

９万５千円とするものでございます。 

第３条は、資本的収入及び支出の補正です。 

１０８ページをお願いいたします。 
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収入の第１款 資本的収入ですが、事業の実績に伴い企業債を３,３３０万円減額

し、補償金を４８９万３千円減額するものでございます。 

支出の第 1 款 資本的支出ですが、事業の実績に伴い建設改良費について合わせて

３,４１７万６千円減額補正し、補正後の資本的支出の額を８億２,４５２万３千円

とするものでございます。この要因といたしまして、一つ目に、協和南部地区簡易

水道事業に係る実施設計業務委託等において、請負差額が生じたことです。二つ目

に、淀川地区簡易水道事業に係る災害復旧事業において、送・配水管等の配管経路

の変更や工法の検討の結果、今年度の発注を見送ったことなどが挙げられます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出に額に対し不足する額３億４,３９９万円は、当

年度分損益勘定留保資金３億２,４１０万４千円、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額１,９８８万６千円で補填するものでございます。 

第４条は、企業債の補正です。 

実績に伴う企業債限度額の補正でありまして、３,３３０万円減額補正し、補正後

の額を２億２,８４０万円とするものでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 ここで、審査途中でございますけれども、暫時休憩をとりたいと思います。再開

は２時１０分。お願いいたします。 

 

（ 午後１時５４分 休 憩 ） 
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（ 午後２時１１分 再 開 ） 

 

○委員長（石塚 柏） はい、それでは再開をいたします。 

（「委員長」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、髙階局長。 

○上下水道部長・水道局長（髙階 仁） はい。先程の佐藤育男委員の単価の変更に

関しまして、「変更ない」というお答えさせていただいたんですけども、ちょっと

修正させていただきまして、契約条項にインフレスライド条項ございますので、物

価上昇等あった場合、業者からの申し出があった場合、見直しますということに修

正させていただきたいと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐藤委員、よろしいでしょうか。 

○委員（佐藤育男） はい。 

○委員長（石塚 柏） はい。 

○委員（佐藤育男） これは業者の申し出でだすか。どのくらい２年間で上がるどが

という予想はまだつかねえすか。 

○上下水道部長兼水道局長（髙階 仁） つきません。 

○委員（佐藤育男） んだすな。はい、分かりました。 

○上下水道部長・水道局長（髙階 仁） はい、お願いします。 

 

○委員長（石塚 柏） はい、それでは次に議案第５９号、平成３０年度大仙市上水

道事業会計予算を議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐々木上水道課長。 

はい、課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 議案第５９号、平成３０年度大仙市上水道事業会計予

算につきまして、ご説明申し上げます。 

本予算案につきましては、事業説明書で説明させていただきます。よろしくお願

いします。事業説明書お願いいたします。 

事業説明書１２－１ページ、上水道事業をお願いいたします。 

 平成３０年度事業費は、対前年度比１０億１,８１５万８千円減の１８億２,２９

０万３千円を計上してございます。この金額は、下段の収益的収支予算の上水道事

業費用と、資本的収支予算の資本的支出の合計額でございます。 
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１の業務の予定量ですが、給水戸数は対前年度比１４４戸増の１万４,６４６戸、

年間配水量は対前年度比８万７,９９２立法メートル減の４０６万９,９８１立法メ

ートル、１日平均配水量は対前年度比２４１立方メートル減の１万１,１５１立方メ

ートルを予定しております。水道料金算定の基礎となる有収水量を年間総配水量で

割った有収率は、対前年度と同率の９０パーセントを見込んでございます。 

４の事業概要といたしまして、収益的収支予算ですが、収入の上水道事業収益は

８億７,５８９万７千円を計上してございます。内訳といたしまして、営業収益は水

道料金、営業外収益は補助金や長期前受金戻入などです。支出の上水道事業費用は

６億６,５２８万１千円を見込んでおります。内訳といたしまして、営業費用は取水

施設、浄水施設、配水施設及び給水装置の維持管理費用、上水道事業全般に係る費

用、減価償却費、資産減耗費等です。営業外費用は支払利息、消費税及び地方消費

税、加えて特別損失、予備費等です。資本的収支予算ですが、資本的収入は６,９０

９万９千円を計上してございます。内訳といたしまして、工事負担金は下水道整備

工事に伴う配水管移設工事の負担金、出資金は仙北南地区の企業債元金償還金に対

する一般会計からの繰入金、国庫補助金は水道未普及地域解消事業に係る補助金で

す。資本的支出は１１億５,７６２万２千円を計上してございます。内訳といたしま

して、建設改良費は配水管工事、宇津台浄水場更新事業費等、及び企業債償還金で

す。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１０億８,８５２万３千円は、過

年度分損益勘定留保資金８億１,７９６万２千円、減債積立金１億円、建設改良積立

金１億円、及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７,０５６万１千円

で補填するものでございます。 

続きまして、事業説明書１２－２ページ、配水施設拡張改良事業をお願いいたし

ます。併せましてＡ３判囲みの上水－１をお願いしたいと思います。１ページをお

願いいたします。 

図面で、赤の記載の配水管布設工事は１カ所でありまして、水道未普及地域解消

事業でございます。詳細につきましては後ほど説明いたします。青の記載の配水管

改良工事は１カ所、延長５１５メートル、及び減圧弁設置工事を、合わせて４,８９

１万２千円です。緑の記載の配水管移設工事は１カ所、延長４４メートル、７０７

万円を計上してございます。 

続きまして、事業説明書１２－３ページ、大曲上水道宇津台浄水場更新事業をお

願いいたします。併せましてＡ３判囲み上水－１の２ページをお願いいたします。

土木・建築工事に係る工程表でございます。 
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大曲上水道 宇津台浄水場更新事業は、対前年度比１０億９,０９９万円減の７億

９,１６５万円を計上してございます。 

平成３０年度では浄水場築造工事を、平成２８年度からの継続事業といたしまし

て、引き続き実施してまいります。 

議案第４３号にてご説明させていただきましたが、工程が約７カ月ほど遅れてい

ることから、完成年度を１年遅らせ、平成３１年度末の完成に向けて事業を進めて

おります。その中で、電気設備の製造に関しては、当初予定していたよりも大幅に

遅れております。 

３０年度に実施する事業の内訳は、排水排泥池築造など土木工事、浄水処理施設

管理棟などの建築工事、前処理設備・急速ろ過設備など機械設備工事、及び工事監

理業務委託となってございます。 

続きまして、事業説明書１２－４ページ、水道未普及地域解消事業をお願いいた

します。併せましてＡ３判囲みの上水－１、３ページをご覧願います。 

 水道未普及解消事業は、対前年度比１億１８６万８千円増の１億５,９３８万７千

円を計上してございます。 

 当事業の目的といたしまして、七頭地区は自家用井戸により取水しておりました

が、近年の水源水質悪化や地下水の水量不足が課題となっておりました。配水管拡

張事業の実施により、使用者への安全で安心な水道水の安定供給を図ります。 

  今年度、測量業務、工事設計業務、及び既存の配水管から七頭地区入口付近まで

の布設工事が完了する予定となってございます。 

平成３０年度では、七頭地内の約半分にあたる延長約３.６キロメートルの配水管

布設工事を実施し、順次、各家庭への給水を開始する予定となってございます。年

度末において、七頭地内の約６割にあたる、約７０世帯への給水が可能となる予定

でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） これ上水道に限ったことじゃなくて、まず下水とかも全部言え

ることなんですけれども、水道管の耐用年数って。これ、今更新するの４０年経過

したものってなってますけれども、耐用年数って何年ぐらいなもんですか。 
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○委員長（石塚 柏） はい、佐々木課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 管路につきましては４０年で計算してございます。 

○委員（後藤 健） これそうすれば、４０年経過したものは、まず来年度、これ予

算あがってますけれども、４０年経過したものは、その都度ちゃんと更新していっ

てるもんですかね。要は耐用年数超えたものっていうのは、市内にあるのかないの

かってところだすね。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐々木課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 残念ながら４０年経過しているものもございます。た

だ、漏水等が、４０年以上経過している中でも、漏水等が頻発している地域を優先

的に予算をつけまして、修理しているようにしてございます。 

○委員（後藤 健） 更新の計画というのはお持ちなものですか。あくまでもその、

漏水がこう頻発した所に向かうというようなやり方なのか、それとも計画を持って、

今年・来年ここやるから、その次はここみたいなかんじで計画ってお持ちなもんで

すかね。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐々木課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 本当は予算がつきますと、計画的に実施していければ

よろしいと思いますけれども、今のところはまず、なんと言いますか、先程申し上

げましたとおり、漏水が頻発している地域を重点的に更新事業している状況でござ

います。 

○委員長（石塚 柏） はい、後藤委員。 

○委員（後藤 健） やっぱりこれ、計画をある程度立てた、まあ、当然その予算の

絡みあるんでしょうけれども、この水道とか、下水もそうなんですけれども、必ず

壊れれば直さないといけない非常に大事なインフラだと思うんで、更新の計画もそ

うですけれども、どれぐらい掛かるのかっていうところも、やっぱり計画に入れて、

まあ、基金みたいなもの作れば一番いいんでしょうけれども、必ず直さないといけ

ないもの、必ずお金を掛けないといけないものだと思うんで、その辺は予算面も含

めて、積立でもいいですし、基金みたいなかたちがいいのかどうかは分かりません

けれども、その予算面も含めて、やっぱり計画的に更新していった方がいいと思い

ますけども、その辺はどうでしょうかね。 

○委員長（石塚 柏） はい、佐々木課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） まず議員仰るとおり、計画的に、まず、うちの方にも

台帳ありますので、布設年度を記載している台帳ありますので、それを基に計画的
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に実施していくことを検討したいと思います。 

○委員長（石塚 柏） はい、よろしいでしょうか。ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ質疑を終結いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、水道局所管の審査終了後に行います。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第６０号、平成３０年度大仙市簡易水道事業会計予

算を議題といたします。 

当局の説明を求めます。佐々木上水道課長。 

はい、課長。 

○上水道課長（佐々木廣美） 議案第６０号、平成３０年度大仙市簡易水道事業会計

予算について、ご説明申し上げます。     

本予算案につきましては、事業説明書で説明させていただきます。 

事業説明書１２－５ページ、簡易水道事業をお願いいたします。 

  平成３０年度事業費は、対前年度比１億６,７１７万１千円増の２１億８,２９３

万６千円を計上してございます。この金額は、下段の収益的収支予算の簡易水道事

業費用と、資本的収支予算の資本的支出の合計額でございます。 

１の業務の予定量ですが、給水戸数は対前年度比２２２戸増の９,０５９戸、年間

配水量は対前年度比５,３５７立法メートル減の２４６万８,４０４立法メートル、

１日平均配水量は対前年度比１４立法メートル減の６,７６３立法メートルを予定

してございます。水道料金算定の基礎となる有収水量を年間総配水量で割った有収

率は、対前年度と同率の９０パーセントを見込んでございます。 

４の事業概要といたまして、収益的収支予算ですが、収入の簡易水道事業収益は

１２億６,９３３万６千円を計上してございます。内訳といたしまして、営業収益は

水道料金、業営外収益は補助金や長期前受金戻入などです。支出の簡易水道事業費

用は１２億２,１８５万７千円を見込んでございます。内訳といたしまして、営業費

用は取水施設、浄水施設、配水施設及び給水装置の維持管理費用、簡易水道事業全

般に係る費用、減価償却費、資産減耗費等です。営業外費用は支払利息、加えて特

別損失、予備費等です。資本的収支予算ですが、資本的収入は６億５,１９１万５千

円を計上してございます。内訳といたしまして、企業債は簡易水道事業に係る借入

金、出資金は企業債元金償還金に対する一般会計からの繰入金です。資本的支出は

９億６,１０７万９千円を計上してございます。内訳といたしまして、建設改良費は
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神宮寺地区簡易水道事業費、入角地区簡易水道水源新設事業費、協和南部地区簡易

水道事業費、災害復旧事業費等、及び企業債償還金です。資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額２億７,６８０万７千円は、当年度分損益勘定留保資金２億７,

６８０万７千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３,２３５万７千

円で補填するものでございます。 

続きまして、事業説明書１２－６ページ、簡易水道事業 神宮寺地区簡易水道事業

をお願いいたします。併せまして、お手元に配布してございますＡ３判、上水道課

囲みの簡水－１、 平成３０年第１回大仙市議会定例会 建設水道常任委員会資料２

ページをお願いいたします。 

 神宮地地区簡易水道事業は７４５万３千円を計上してございます。 

 当事業の目的といたしまして、取水量の減少に伴い、新たな取水井を築造するこ

とで安定した取水量を確保し、水道事業の継続と使用者への安全で安心な水道水の

安定供給を図るものでございます。 

続きまして、事業説明書１２－７ページ、簡易水道事業 入角地区簡易水道事業水

源新設事業をお願いいたします。併せまして、お手元に配布してございますＡ３判

資料３ページをお願いいたします。 

それでは、事業説明書をお願いいたします。 

入角地区簡易水道事業水源新設事業は、対前年度比２,４４２万９千円増の２,７

３４万５千円を計上しております。 

当事業の目的といたしまして、現在の水源である斉藤川の濁度の上昇の発生によ

り、取水に支障をきたしており、井戸を築造し、新水源とするものでございます。 

平成３０年度は水源新設工事費等を計上してございます。 

続きまして、事業説明書１２－８ページ、簡易水道事業 協和南部地区簡易水道事

業をお願いいたします。併せまして、お手元に配布しておりますＡ３判資料４ペー

ジをお願いいたします。 

それでは、事業説明書をお願いいたします。 

協和南部地区簡易水道事業は、対前年度比２億９,１２０万６千円増の３億２,７

３１万１千円を計上してございます。 

当事業の目的といたしまして、協和南部地区簡易水道は、施設機器・送水管・配

水管等の経年劣化により漏水事故が頻繁に発生しており、水道水の安定供給に支障

をきたしている状況にあります。このため、平成２７年度に策定した全体更新計画

に基づき、施設機器及び配管類を改修するものでございます。 
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当事業は全体の工区を四つに分け、平成３０年度は第１工区分の導水管・送水管

・配水管布設工事費、工事監理業務委託、及び第２工区分の測量、地質調査、実施

設計業務委託費を計上してございます。 

最後に、事業説明書１２－９ページ、簡易水道事業 水道施設に係る災害復旧事業

をお願いいたします。併せまして、お手元に配布しておりますＡ３判資料５ページ、

お願いいたします。 

配水管等布設事業は、対前年度比皆増の２,２９８万３千円を計上しております。 

当事業の概要といたしまして、平成２９年 7 月の大雨災害により、淀川地区簡易

水道の浄水場から配水池までの送・配水管路が被災したため、新たに耐震性能を有

する送・配水管を布設し、安定した水道水の供給を図るものでございます。 

平成３０年度は、測量及び実施設計業務委託費、送・配水管布設工事費を計上し

てございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いをいたします。 

  いかがですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい、なければ質疑を終結いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、水道局所管の審査終了後に行います。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第６１号、平成３０年度大仙市下水道事業会計予算

を議題といたします。 

当局の説明を求めます。五十嵐下水道課長。 

はい、課長。 

○下水道課長（五十嵐直樹） 議案第６１号、平成３０年度大仙市下水道事業会計予

算について、ご説明申し上げます。 

本予算案につきましては、事業説明書で説明させていただきます。 

上下水道部の事業説明書８－１ページをお願いいたします。 

  はじめに、下水道事業に関しましては、平成３０年度より地方公営企業法を適用

し、企業会計方式にて予算編成してございます。平成３０年度事業費は、対前年度

比１８億６,６２６万８千円増の５７億６,２３７万９千円を計上してございます。
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この金額ですが、下段の収益的収支予算の下水道事業費用と、資本的収支予算の資

本的支出の合計額でございます。前年度比１８億６,６２６万８千円の増額ですけれ

ども、収益的支出の営業費用で、減価償却費１８億１,９０７万１千円を計上したた

めで、これを除きますと、平成２９年度の４特別会計と比較しますと、ほぼ同額と

なります。 

次に、１の目標ですけれども、接続率は８４.４パーセントで、接続人口５万６,

８８８人を、処理区域内人口６万７,３９７人で割ったものでございます。 

次に、４の事業概要として、収益的収支予算でありますが、収入の下水道事業収

益は３６億９,６２４万７千円を計上しております。内訳としまして、営業収益は下

水道使用料金、業営外収益は一般会計からの補助金や長期前受金戻入、消費税及び

地方消費税還付金などでございます。支出の下水道事業費用は３１億２,２５０万５

千円を見込んでございます。内訳としまして、営業費用は管渠施設、処理施設の維

持管理費用、下水道使用料の徴収に要する費用、下水道事業全般に係る費用、減価

償却費、資産減耗費等でございます。営業外費用は支払利息、加えて特別損失、予

備費等でございます。資本的収支予算ですが、資本的収入は１７億６,９６２万円を

計上してございます。内訳としまして、企業債９億３,７６０万円、他会計出資金は

一般会計からの繰入金で５億７,８００万５千円、国庫補助金は管渠整備工事、長寿

命化対策工事などに係る補助金で２億２,６９４万３千円、分担金及び負担金２,７

０７万２千円でございます。資本的支出は２６億３,９８７万４千円を計上してござ

います。内訳としまして、建設改良費は管路工事と実施設計業務費、処理施設長寿

命化対策工事費、及び流域下水道建設費負担金でございます。その他、固定資産購

入費は新設用量水器として２１万５千円、企業債償還金は１９億４,０２４万１千円

でございます。これらの事業実施に伴い、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額８億７,０２５万４千円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額３,１１６万２千円、当年度分損益勘定留保資金８億３,９０９万２

千円で補填するものでございます。 

続きまして、資料下水―１の、Ａ３判の横の資料です、の２ページをお願いいた

します。 

２ページには収益的収支、資本的収支をグラフにしたものと、減価償却費、長期

前受金戻入、内部留保資金の内容を記載してございますので、ご参照願いたいと思

います。 

次に３ページをお願いいたします。 
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３ページは、予定開始貸借対照表です。 

資産から負債を引いた資本は、マイナスの２２億６,６８８万７千円でございます。 

続きまして、事業説明書に戻っていただきまして、８－２ページをお願いいたし

ます。 

公共下水道整備事業をお願いいたします。併せてＡ３の資料の４ページから５ペ

ージをお願いします。 

事業の概要ですけれども、大曲地域で事業費４億８,９６０万円で、延長３,４３

２.１５メートル、施工箇所が、福田町・大花町・幸町地内の管路工事や公共ます設

置工事、管路実施設計及びストックマネジメント実施計画策定業務でございます。

次に神岡地域ですが、事業費１億円で、延長６５９.２０メートル、宮田・上栗谷田

・荒屋・新道地区の管路工事であります。 

続きまして、事業説明書８－３ページをお願いいたします。 

特定環境保全公共下水道整備事業でございます。Ａ３判の資料については、６ペ

ージから８ページとなりますので、お願いいたします。 

４の事業概要ですけれども、西仙北地域は事業費２,７２２万１千円で、強首浄化

センター長寿命化対策事業として、機械・電気設備更新工事、工事監理業務委託費

でございます。次に南外地域ですが、事業費２,９０１万円で、延長３５４.７５メ

ートル、小出地内の管路工事でございます。最後に仙北地域、事業費６９０万円で、

マンホール内防食等改修事業でございます 

以上、議案第６１号、平成３０年度大仙市下水道事業会計予算についてご説明申

し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（石塚 柏） はい、当局の説明が終了しました。 

これより質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なければ質疑を終結いたします。 

なお、本件に関する討論及び採決は、水道局所管の審査終了後に行います。 

 以上で、水道局関係の審査を終了いたします。 

職員の入れ替えのため･･･。 

（「委員長、ちょっと」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） はい。 

○委員（後藤 健） ちょっと、いいですか。 

○委員長（石塚 柏） はい、どうぞ、後藤委員。 
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（雑談あり） 

○委員長（石塚 柏） よろしいですか、はい。 

  では、そういうことで、暫時休憩いたします。再開は、そうすると５分、５分後、

５０分、５０分再開。 

 

（ 午後１時４５分 休 憩 ） 

 

（ 午後２時４９分 再 開 ） 

 

○委員長（石塚 柏） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

議案第３６号、平成２９年度大仙市一般会計補正予算（第１４号）を、再び議題

といたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第３９号、平成２９年度大仙市公共下水道事業特別

会計補正予算（第３号）を、再び議題といたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） なしと認め、これより採決いたします。本件は、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４０号、平成２９年度大仙市特定環境保全公共下



 

   - 84 - 

 

水道事業特別会計補正予算（第５号）を、再び議題といたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４１号、平成２９年度大仙市農業集落排水事業特

別会計補正予算（第３号）を、再び議題といたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第４５号、平成３０年度大仙市一般会計予算を、再

び議題といたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 
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○委員長（石塚 柏） 次に議案第５９号、平成３０年度大仙市上水道事業会計予算

を、再び議題といたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第６０号、平成３０年度大仙市簡易水道事業会計予

算を、再び議題といたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 次に議案第６１号、平成３０年度大仙市下水道事業会計予算

を、再び議題といたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 



 

   - 86 - 

 

 

○委員長（石塚 柏） 次に、所管事務に係る閉会中の継続審査、及び調査に関する

件について、お諮りします。 

お手元に配付しております案件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審査、

及び調査の申し出をしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、そのように決しました。 

 

○委員長（石塚 柏） 以上で、当委員会に審査付託となりました事件の審査は全て

終了いたしました。 

なお、当委員会の審査報告書及び委員長報告の案文につきましては、委員長にご

一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（石塚 柏） 異議なしと認め、そのように決しました。 

以上をもちまして、建設水道常任委員会を閉会いたします。 

２日間にわたりまして、大変ご苦労さまでございました。 

ありがとうございます。 

 

午後２時５５分 閉  会 
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